
東日本大震災における
被災地へ向けた派遣相談員の活動と
災害時における支援活動の在り方



東日本大震災の発生から 1 年の節目に当たり、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表すると

ともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、被災地や避難先で多くの困難を抱えながら

地域の復旧・復興、生活の再建に取り組まれておられる皆さまのご努力に、あらためて敬意を表

します。被災地域の一日も早い復興をご祈念いたし、微力ではありますが、引き続き宮城県での

活動を続けて参る所存でございます。これからもご協力、ご尽力を賜われれば幸いでございます。

　今回の東日本大震災は被害の状況は甚大で、死者数約１万６千人、行方不明者数約３千人、建

物の全壊数約１３万戸、半壊数約２５万戸、一部破損数約７０万戸（３月現在）という、私の

四十数年間の人生において、最大規模のものであることはいうに及びません。ですが今回の派遣

活動に関し、私を強く突き動かしたものは、その被害の大きさではなく、そこに困っている人が

いる、そのひとたちの応援や支援がしたい。ただ、それだけでした。理屈ではなく、いまでも派

遣活動直後のことを人に話すと、説明しにくい感情がこみ上げてきます。派遣に入った相談支援

専門員の仲間は一様に同じだと聞いています。

　４月８日から被災地に入り、現地の相談支援を通じた仲間と結びつき、自分がやれることは相

談支援専門員としての専門性を発揮すること。気がついたときには、全国の仲間に連絡をとり行

動を始めました。全国レベルで体制を作らなければ、決して支援できないことは、被害の状況を

生で見たことにより想像がついていました。

　ところで、現地で直接被災した人々の足元にも及びませんが、私も少しですが精神的に不安定

になりました。ふとしたはずみに、気持ちが緩むと泣いていたり、廃品回収事業のゴミの山を見

ると被災地がフラッシュバックしたり、自分が不安定なことも感じながらの活動となりました。

ですので、今回参加してくれた、全国の相談支援専門員が同じようではなかったかと、今でも心

配な気持ちになります。

　しかし、現地での活動を通じて人と人とがつながることで、それぞれがさまざまに跳ね返して

いく力が湧くことも経験させていただきました。本報告書はそんな実感を、それぞれの感想記録

として綴っています。非常に情緒的で、主観的だとお叱りを受けるかもしれませんが、相談支援

専門員という立場ではなく、ひとりの人間がひとりひとりを想いやる気持ちで活動した結果でしょ

う。そして、その活動や想いの先に、障がいのある人々の暮らしが見えてきた、とでも表現すれ

ばよいでしょうか。うまく表現することができません。

　一方、もう自然災害はこりごりです。しかし、本報告書が今後の災害予防や発生時のための備

えに活用され、障がい者支援の一助につながれば本望です。今回、労力を惜しまず本研究事業に

おいてお手伝いいただいた、みなさまへ心より感謝申し上げます。

　最後に、繰り返しにはなりますが、今回の活動に対し、日本相談支援専門員協会を通じ、全国

の障がい者福祉の仲間の方々から、多大なるご協力や応援などを賜り、心より感謝いたします。

私たちの活動は、被災地の仲間と力を合わせながら、まだまだ続きます。

被災地の相談支援専門員をマラソンランナーに例えれば、私たちはペースメーカー。ゴールは切

らずにあらかじめ決められた地点で、コース外に消えていきます。

その日がくるまでは、これからもご不便やご迷惑をかけることもあろうかと思いますが、暖かい

気持ちで見守りいただき、さらなるご協力やご支援をいただければ幸いでございます。

平成 23 年度　推進事業謝辞に代えて

NPO 法人　埼玉県障害者相談支援専門員協会　　代表　菊本 圭一
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事業概要

ぞれの立場で『命のニーズ』への対応を被災地した現場の声としてまとめている。

１－Ⅱでは、震災から約１か月が経過し、地域によっては徐々にライフラインが復旧し始めたころ、

派遣相談員による活動の調整が行われ、当時の県行政の担当者、派遣コーディネーターが具体的

にどのような形で準備を進めたかその動きをまとめている。

１－Ⅲでは、震災から２か月後、派遣相談員による被災地での活動がスタートし、現地相談員と

派遣相談員がどのように関係性を構築し、被災地における相談支援活動を進めていったか。派遣

相談員が作成した日々の記録（派遣相談員日報）をまとめ、現地事業所、派遣相談員へのインタ

ビュー調査や派遣相談員による検証会議から取りまとめている。

　今回の派遣相談員による被災地支援の活動を現時点において客観的に評価をすることは難しい。

これは、被災地での復興に向けた支援が現時点でも継続しているからである。これまで行われた

検討委員会や派遣相談員による検証会議では、今回の派遣相談員による活動が１週間の活動を３

チームに分け、同じ相談員が繰り返し現地入りし活動を行ったこと、被災地の事情や状況に合わ

せ現地相談支援事業所や行政機関と協議しながら活動を行ったという部分に高い評価をいただい

ている。このことから、２．分析・考察において、①派遣時期と機関について②派遣体制につい

て検討委員会や検証会議での現地相談支援事業所や県・市行政職との意見交換、インタビュー調

査等による内容をまとめ、自己評価を行っている。

３. 研究方法

❶派遣相談員日報のフェーズごとの取りまとめ及び分析

○ 震災後の５月１０日より、宮城県外から石巻圏域及び気仙沼圏域へ派遣された相談員による活

動記録した派遣相談員日報を検証し分析する。

❷現地相談支援事業関係者、県外派遣相談員からのインタビュー調査の実施

○ 宮城県石巻圏域及び気仙沼圏域の相談支援事業所及び自治体職員から、震災直後の事業所の様

子や職員がとった行動等ついて、質問紙法またはインタビュー調査による調査を想定。

❸派遣相談員による検証会議

○ 派遣相談員日報、インタビュー調査では検証し尽くせない部分を補完するため派遣相談員を集

めた検証会議で確認する。

１. 事業の目的

　２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災では、多くの方々が被災し、様々な人や団体が

被災地へ向けた支援活動が行われた。その中でも、地域で暮らす障害のある方々を支援している

相談支援事業所に対し、他地域の相談支援事業所（相談支援専門員）が支援していく形は前例が

少ない。本事業では、石巻圏域（石巻市、東松島市、女川町）、気仙沼圏域（気仙沼市、南三陸町）

の相談支援事業所に向けて行われた相談支援専門員の派遣活動についてとりまとめを行った。派

遣活動の準備から実際の派遣活動の状況を記録し検証することにより、今後、何らかの理由によ

り派遣活動が必要になった場合の資料として活用されることを目的とする。

２. 研究の流れ

  東日本大震災による他地域からの相談支援専門員による派遣活動は、震災から復旧、復興へと向

かう中で、人々がどのように生きていくかという命のニーズに関することや、生活を共にしてき

た家族や住まい・仕事など一度に多くのものを失ったことで発生した生活ニーズなどに対し、相

談支援専門員がどのように行動し活動を行ってきたのか・・・。

震災の影響により、地域で生活する障害のある方々の身近な相談機関である相談支援事業所は、

新たなニーズに対応する状況に至ったが、震災後の相談支援事業所も、増幅した業務内容に相談

支援活動を進めていく上で大きな影響を受けていた。理由として、震災によってすべての状況が

一変したことにより、継続支援で関わっている方のニーズが多様化したこと、行政からの指示に

より、地域生活されている障害のある方への安否確認といった業務が発生したこと、新規の相談

者の新たに発生したニーズがある方々への対応が必要となったことなどがあげられる。さらに、

この現状に対応するため、今まで以上の業務量と通常業務以外の直接支援なども必要となった状

況がある。

　上記のような状況を受けて埼玉県障害者相談支援専門員協会では、被災地の相談支援事業所を

支援するため、相談支援専門員の派遣について検討し、当協会だけではなく、全国の相談支援事

業所の相談支援専門員と協働し被災地域での活動を行ってきた。

本研究では、今回の震災における派遣相談員の活動についてフェーズごとにまとめ、考察を行った。

１－Ⅰでは、震災直後の現地の状況について、県、市行政職や現地相談支援事業所相談員のそれ
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

1—Ⅰ震災直後の現地の状況について

震災直後の宮城県保健福祉部障害福祉課の対応

宮城県保健福祉部障害福祉課　藤田 悦生

１．震災直後の状況

震災直後は、被災が非常に大きかったこと、長期間にわたる停電や電話の不通により通常のよ

うに連絡が取れなかったことから、被害を受けた障害福祉サービス事業所等の全体像の把握は大

変困難であった。

２〜３日後に、地域によって、徐々に電気と電話が復旧し始め、障害関係施設の被災情報が、

少しずつ、各サービス事業所などからも入り始めた。

なお、市町村の障害福祉担当課については、避難所運営や住民の安否確認などの災害対応業務

に追われ、特に被害の大きかった沿岸部市町の障害福祉担当者との連絡調整は困難な状況が続い

ていた。

さらに、携帯電話での連絡も不安定であったため、被災した事業所の緊急避難先の場所などの

把握や連絡確認が困難であった。

震災後４，５日がたっても、水道、都市ガスは未復旧で、ガソリンや食料の不足はつづいており、

入居系のグループホームや被災した在宅利用者などが一時避難している通所系事業所などでは、

日々の食料や飲料水が不足し、利用者に提供する食料の確保が課題となっていた。県では，この

ような事業所に対して、全国からの支援物資の配送調整なども行っていたのである。

このころから、一部の相談支援事業所とも連絡が取れはじめ、各地の被災状況や障害者の安否

情報等について徐々に把握できてきたのである。

２．震災後の訪問による調査の開始

震災から２０日経過後あたりから、ガソリン不足が徐々に解消され始め、市町村及び相談支援

事業所に対し、訪問による現地調査を開始した。

調査は、被災障害児者の生活実態と支援状況の把握、今後の対応、他事業所からの人材派遣な

どの必要性についての聴き取りであった。

調査から、次のような現状が確認された。

相談支援事業所は、おおむね独自の判断で、相談名簿に掲載されている登録者に対して安否確

認や生活実態の把握、受診状況・残薬の確認などを行い、必要に応じて、食糧等を提供や生活支

援などを行っていた。中には、人工呼吸器を使っている重度心身障害者の家庭に対して、発電機

を調達（燃料提供含む）したり、被災した精神科病院などもあったため、他の医療機関への転院

調整なども行っていた。

障害者の安否確認は、居住系・通所系のサービスを利用している場合は、それぞれの事業所が

確認を行っていた。しかし、在宅の障害者については、一次避難所に移動している場合も多く、

安否確認は難しい状況であった。

津波により車両被害が多く、移動手段がないため、居宅介護事業所などは業務の再開が困難で

あった。

スーパーが閉店したままのところが多く、長期間にわたって食料不足は継続している。

在宅障害者で被災し自宅を失ったケースなど、住まいの場の提供に関する相談が出てきている。

市町村では、見舞金、弔慰金、貸付金手続き、仮設住宅の申し込み、身体障害者手帳の再交付、

ガソリン供給関係で緊急車両の申し込みなどの窓口対応で、身動きが取れない状況であり、市町

村によっては、相談支援事業所にケース引継ぎを行って、調整するケースが増えた。

まもりーぶ（金銭管理）の支援が一時停止したことで、お金が無くなり混乱する利用者もいた。

さらに、今後の対応として、次のような事項を共有した。

相談支援事業所では、地域の事業所の被災状況、再開予定などを把握し、サービスの再調整を

行うことが必要である。

自宅を失ったため、緊急避難的に短期入所、グループホーム，通所事業所、親せき宅等に移っ

ている事案が、一部そのままの状況で継続されているという情報もあることから、今後、できる

だけ早く、被災障害者の生活実態の確認を行い、利用者のサービス調整や新規利用者のためのサ

ービスコーディネート、障害福祉サービス事業の再構築を行っていくことが必要である。

二次避難として仮設住宅、仮設扱いの民間賃貸住宅に障害者も分散しており、二次避難等の障

害者に対しても生活実態の確認等を行うべきである。

被害の大きな沿岸部地域では、震災前の体制では対応できないことが想定されることから、聞

き取りを行いながら、他事業所（他県）からの災害派遣体制の調整を行うこととした。

３．相談支援専門員の派遣事業（事業名と予算措置）

平成２３年３月２４日付けで、厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課から事務連絡と

して通知され、相談支援事業所への災害派遣については、避難所等における障害者（児）への訪
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

問による状況把握を行う場合も、障害者自立支援対策臨時特例交付金の相談支援充実・強化事業

の補助対象となったものである。

ただし、県要綱では、市町村への補助となっていたが、当時の市町村障害福祉担当課は、被災

者支援業務を行っており、これ以上事務的対応を求めることは困難と判断し、円滑な事業実施の

ために、県要綱を改正し、市町村から相談支援業務の委託を受けている指定相談支援事業所に委

託可能とした。結果、直接派遣を受ける地元法人に対して県が委託を行い、当該法人から派遣元

の法人に直接費用弁償するという流れを作ったのである。

宮城県石巻市福祉部障害福祉課　佐々木 政勝

１．市の概要

宮城県石巻市は、宮城県で仙台市に次ぐ第二の都市で、親潮と黒潮がぶつかることから世界三

大魚場である金華山・三陸沖魚場を有する全国でも有数の水産都市である。また、市のほぼ中央

を北上川が流れ、仙台平野の東端部は、稲作を中心とした農業が盛んで、畜産業も行われている。

２．災害状況

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分に三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生

した。この地震は石巻市に激しい揺れとその後の巨大津波により、未曾有の被害をもたらした。

平成 23 年 2 月末現在

平成 24 年 1 月末現在

津波の高さは最大で 8.6m 以上を観測し、平野部の約 30%、中心市街地を含む沿岸地域の約

73km² が浸水し、被災住宅は全住家の約 7 割の 53,742 棟となり、死者 2,960 名、行方不明者

706 名 ( 平成 23 年 9 月末現在 ) の大災害となった。

3 月 11 日の津波被害から 14 日まで、本庁舎周辺が１メートル以上の浸水があり、被災状況の

確認ができない状況であったことから、14 日以降は通行可能な道路の状況を確認後、被災地の状

況確認を行った。

震災後は、市内全域のライフラインが停止し、最大避難者数は約 50,000 人、避難箇所は 250

か所となり、津波による浸水被害のない地域であっても、電気・水道の復旧に震災から 10 日以上

要する状況であった。

３．障害者支援の状況

市内全域が甚大な被害であったため、全市職員が全市民の水や食糧の確保・配給などの支援を

優先せざるを得ない状況にあったため、障害者に特化した被災状況の確認を行うことは困難な状

況であった。

4 月中旬頃から主要道路の「がれき撤去」により、市内（旧石巻市）全域での被災状況の確認

が可能となり、保健師と県外派遣職員等による全戸訪問による被災状況の確認作業が開始された。

 5 月初旬から、市の障害者相談支援事業委託事業所の相談支援専門員と県内外から派 遣された

（厚生労働省に要請）の障害者相談支援専門員が、市から提供した障害者手帳取得情報により市内

全域の障害者の被災状況等の調査を実施した。

４．被災者の状況

❶避難方法

津波の被害地区の住民は、車で移動した方は、途中で津波にのまれて、死亡したケースが多か

った。自力で高台に避難した方は助かった。また、沿岸（河川）の内陸部 （床上浸水地区）におい

ては、自宅等の 2 階に避難した方は数日後、自衛隊の「ヘリコプター」や「ボート」により救助

された。

❷避難所

障害者手帳所持者数（H21 年度末現在）
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①食事

震災から１ヵ月間程度は、水も食料も不足した。特に、震災直後の津波被害のあった半島や沿

岸部については、ガレキや道路寸断等により物資搬送の手段がヘリコプターによる空輸や海上か

ら船での搬送に頼る期間があり極限状態であった。

②トイレ等

断水により水洗トイレが使用不能となり、簡易トイレ（凝固材）や仮設トイレによる対応とな

ったが、高齢者・車いす対応や汚物（凝固）処理について困難を極めた。

③障害者やその家族への支援

障害者支援事業所が独自に震災直後から福祉避難所として旧入所施設を開放し、障害者やその

家族の支援を行った。

震災直後、市内の救急医療提供体制が「石巻赤十字病院」だけとなり、救急受入体制維持のため、

治療後すぐに退院となり避難所や自宅に戻されたため、数日後、被災障害者家族の福祉避難所を

３ヵ所が設置した。

❸仮設住宅

建設用地が不足し、運動公園・児童公園や住宅用地等全てに応急仮設住宅を建設しても用地が

不足しているため、入居後のコミュニティを重視した住宅配置ではなく、建設戸数を重視した住

宅配置となっている。

併せて、仮設住宅はバリアフリーとなっていないため、障害者や高齢者などにとって困難を極

める状況があり、手すりや段差解消の用具などで対応している状況にある。

また、入居後に「孤独死」や「引きこもり」など様々な問題が発生することから、訪問支援員

の配置のほか、看護師チームによる要援護者への定期的な訪問など様々な支援の取り組みを行っ

ている。

❹防災無線等通信機能

防災無線は、地震直後の津波被害前までは機能したが、津波被害後、浸水地区においての「ス

ピーカ棟」が倒壊した地区においては機能しておらず、携帯電話についても震災直後から 10 日程

度は全く使用できず、電波が圏内になってからも津波被害地区は中継施設が倒壊し、しばらく使

用不能であった。

５．障害者別の課題

❶身体障害者

○避難所暮らしの長期化による身体機能の低下と要介護者支援体制

○応急仮設住宅の構造上での問題（玄関、トイレ、風呂などの入口の段差や車いすでの室内移動等）

○バス、電車など公共交通機関未整備地区や郊外の応急仮設住宅からの移動手段の確保

○視覚障害者や聴覚障害者等の独居者の緊急時対応システムの確立

❷知的障害者・精神障害者　

○医療的（精神科医）支援可能な福祉避難所（入院施設の協力）の設置が必要であった。

○応急仮設住宅の構造上での問題（隣との壁が薄く、騒音の問題によりトラブルが発生しやすい）

○被災した障害者の増加と応急仮設住宅入居者への日中活動の場所の確保

６．相談支援の必要性

未曾有の甚大な被害状況から発災当初、行政職員は避難所運営や物資確保などへの対応が急務

となっていたため、障害者の安否確認をはじめ必要な支援を迅速に行うことが困難な状況にあっ

た。

こうした中、厚生労働省からの相談支援専門員の派遣は、マンパワー不足の被災地域 にとって

被災した障害者支援を迅速に行うために大変重要なものとなった。5 月初旬から 7 月末までの期間、

在宅や避難所等で生活する障害者を巡回訪問し、聞き取り調査を行った結果、親族の死亡による

介護者不在、介護者不足が起こり、新たに福祉サービスが必要となった方や弔慰金・義援金など

の金銭管理を行う必要がある方など、緊急かつ継続的に支援を要する新たな障害者約 300 人の掘

り起こしとなった。

今後も継続的に支援が必要なことから、被災者相談支援を強化することとし、平成 24 年度に

は日本相談支援専門員協会の協力を得て、「障害者総合サポートセンター」を設置することとして

いる。
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７．被災後の対応経過　　

市役所本庁舎 中央 2 丁目付近

障害者相談支援事業所ふりーすぺーすｋａｉ

（宮城県石巻市）浜野 眞由美

１．地震発生直後の動き

地震発生時事業所には５名の職員と４名の利用者がいた。これまで経験したことのない激しい

揺れが襲い、建物から出て地面に手を着き治まるのを待った。

大きな揺れが治まり、人々のざわめきの中「6 メートルの津波」そして「大津波警報」と避難

を呼び掛ける放送がみぞれ降る灰色の空気の中に響いた。

不安を募らせた女性利用者２名を職員２名で自宅へ送り、他は避難所になっている高台にある

中学校に人の流れと共に移動をした。少し上ったところで１名の利用者が「これ以上歩けない」

石巻駅 湊中学校

川口町 3 丁目付近 雄勝小学校
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となり、その場に職員が１名付き添うこととなった。

単身生活者が避難メンバーに加わる中で職員が個別対応となって抜けてしまうのは、通信手段

が閉ざされた中、不安が大きかったことを覚えている。

幸いにして高台の山には避難所となる学校が数ヶ所しかなかったため、翌日に合流することが

出来た。

何度となく繰り返す余震に怯え、情報も入らない中、時間と共に消防車のサイレンが小さくな

っていった。送りに出た職員はもちろん家族とも連絡がつかず不安ばかりが増していった。水も

引かず山から下りることが出来ずにいた。４日目の朝に法人のバスが迎えに来て、避難所を後に

した。

２．災害対策本部の設置と福祉避難所の開設（社会福祉法人石巻祥心会）

震災後まもなく法人は災害対策本部を設置し、被害を免れた通所事業所を避難所にして利用者

とその家族、地区住民を受け入れ炊き出しを開始した。

多くの医療機関が流失や被災する中で、石巻赤十字病院には沿岸部からけが人、低体温等の高

齢者がヘリで搬送され、病院の外にまであふれ治療も十分に受けられない状態が続いていた。そ

のような中、医療処置が済んだが身元も聞き出せない障害者がいると聞き、医療連携室の担当者

と調整をして福祉避難所へ移ることにした。相談員が夜勤者として、直接支援に入ることもあった。

福祉避難所は最大で約１００名の障害者とその家族を受け入れた。

３．自宅・避難所訪問

市街から水が引き始めた４日目あたりから各避難所等から集結した職員 ( 相談支援員 ) が２名で

組み自宅や避難所を回って安否確認を行った。訪問したら定期的に係っていた単身生活者の方が

玄関で亡くなっていたという事もあり、心痛む場面も多く経験した。

避難所回りでは、福祉避難所があることを伝えたり、避難所責任者に気になる障害者がいない

か尋ねたりして、避難所では暮らしづらい人々を福祉避難所へ繋いだ。

また、不足している物資があれば、直接届けることもあった。服用している精神薬を逃げるの

が精一杯で持ち出せなかったという方もいて、医療系ボランティア団体に処方をお願いすること

もあった。

４．情報の収集と提供

自宅訪問や避難所まわりで地域で見聞きした通行可能な道路や、食料等の購入が出来る店舗、

更には避難所になっている場所やその状況、そして行政機関の情報を収集し災害対策本部に集約・

掲示することで各事業所間での共有を図った。

不足しているものを書き出してもらい、必要なところへ必要なものが届くよう調整した。

○全国からのボランティアの受け入れ・調整

全国から寄せられる支援物資に関する問い合わせや「ボランティアに行きたい」との声に応じ

直接支援にあたるボランティアの受け入れについて調整をした。

しかし件数も増え、人数や受け入れ時期等の調整が困難となったため、他県の災害時に対応し

た経験を持つ関係機関にお願いをした。

窓口が一本化されることでコーディネートがうまくなされたと思う。

○石巻市役所内に相談窓口を設置する

４月に入っても相談事業所があったビルの復旧がなかなか進まない為、石巻市役所の一室を借

りて相談窓口を設置し、相談支援専門員等が２名体制で臨んだ。

当初は震災関連の手続きが多く、罹災証明等の申請や義援金関係の申請、あるいはがれき処理

や泥かきなどの自宅の片づけと、スピード感をもっての対応が求められるものばかりであった。

泥かきなどを引き受けてくれるボランティア団体もあって、早期であれば対応人数も多く希望が

通っていたように思われた。

通帳や年金証書の紛失に伴う再発行の支援や銀行への同行支援も行った。地域を離れ２次避難

の相談も寄せられた。

住宅の流失で住環境が大きく変わり、行き場のない高齢障害者の相談は地域包括支援センター

と連携し次の行き場を探った。

沿岸部の小さな漁村で家族と共に漁業に従事していた知的障害者は住居と仕事を一気に失い家

族が石巻を離れるのを機に福祉避難所へ移っている。

また、全国から支援に入っていたボランティア団体が避難所などを回って、継続支援が必要と

判断されたケースが引き継がれる事もあった。通院の時の送迎支援の問い合わせに応じ調整を行

った。

５．法人福祉仮設住宅建設・入居に向けたニーズの確認調査

福祉避難所の閉鎖（入所施設の建て替え防音工事のため）が示されている中で、県の応急仮設

住宅への入居が優先されるようお願いしたが難しい状況であった。

日本財団の補助を受け仮設住宅と仮設グループホームの建設が決まり福祉避難所と一般避難所

に出向き入居希望等の調査を実施した。

○日本相談支援専門員協会からの相談員の派遣活動が開始される

５月に入り日本相談支援専門員協会の協力のもと、全国各地や県内の相談事業所から相談員の
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派遣を受けて石巻市、女川町の障害者手帳保持者の全戸訪問を実施した。

避難所においても自ら声を上げて支援を求めることが出来ずにいたり、在宅を余儀なくされ、

津波で大きく壊された１階はそのままで、かろうじて残った２階で生活している方達を訪問し実

態を目にしたことは、地元の私たちはもちろん他県からの相談員にも多くのメッセージを残した

と思われる。

６．被災地へ向けた相談員の派遣活動を通して想うこと

大きな被害と多くの犠牲者を生んだ東日本大震災は私たちに深い心の傷あとを残している。こ

の状況下で被災地に入り活動することには相当の苦労があったと思われ、敬意と感謝の念でいっ

ぱいである。

命をつなぎ今を生きることから、人々が前を向いて生活を始めるには時間を要するものである。

一息ついて見えてきたとき、想いを声に出す。そんな時向き合いたいと強く願う。

今回の派遣活動は同じ方たちが繰り返し入って頂いた。被災地は道路事情も良くない。繰り返

し入ることで土地感も増し、積み重ねが出来ていたように思う。再訪問では顔で繋がっているこ

とで安心感を持っていただいた。

今回は東北で起こったことだが、日本のどこで起きてもおかしくない状況だと聞いている。派

遣活動で見て、経験したことを是非地元で伝えていただき、災害への備えにしていただければ幸

いです。

医療法人社団　健育会

ひまわり障がい者相談事業所（宮城県東松島市）神童 みえ子

平成２３年３月１１日突然の大地震、海と共存しているこの地域の人の殆どが津波が来ること

を想定していたかも知れないが、これほどの大津波が来ることを誰も予想していなかっただろう。

私達の事業所は海から 2 ｋ m 位離れており、まさか川が氾濫して津波の被害が出ることは信じら

れないことだった。

●震災直後

当時、身体障がい者の通所事業の営業時間内のため障がい者の方３５名　職員１５名が施設内

におり、直ぐに非難できたため幸い犠牲者はいなかったが、施設は１メートルほどの浸水被害に

あった。避難の２日後、行政に出向くが殆ど機能しておらず各担当窓口は人が溢れて相談できる

ような状態では無かった。奥の方で『市民の安否確認が優先』と何度も聞こえてくる中、無言で

引き返してきた。

震災から６日目、連日避難した障がい者の家族探しを続ける中、同じ事業所の訪問看護から寝

たきりの身体障がい者が避難所の床にごろ寝しているためじ
・・・

ょくそ
・・

うが悪化している。何とかな

らないかと連絡があった。物が無い、場所が無い、人がいない・・・当事業所の相談員の２名の

安否確認ができない中、動けるのは自分だけで何から行動すれば良いのか分からないまま動いて

いた。出来る限りの情報を利用して、物・人を集めたが地理が分からず、人の支援についても指

示が必要で思うように行動できない苛立ちを感じながらも走り回っていた。

８日目、１名の相談員と連絡が取れたが交通手段が無い為、出勤できず携帯のみでの連絡となる。

１０日目、通所利用避難者の殆どの家族と連絡は取れたが、３名の家族が不明という中、別の

避難所からの身元不明の避難者がいる。言葉が話せないので聞き取りが出来ないと連絡が入り、

直ぐにその避難所に行くが情報が何も無い、写真を撮って相談員にメールすると以前訪問してい

た方と分かるが、家族は全員死亡。行政に連絡して施設入所となる。

１４日目、相談事業所の電話を私の携帯に転送手続きする。

通所利用避難者の家族が全員見つかると同時に電話がひっきりなしに入る。『住むところが無い、

食べ物が無い、家族が見つからない、不安で眠れない・・・』２４時間電話を気にしている生活

が始まり光の見えない状況の中、電話の声に耳を傾ける。

障がい者の安否確認を検討するも、目の前の対応でいっぱいになっている。

行政から連絡あり、避難所にいる障がい者の支援を依頼されるがマンパワーが足りない状況で

限界を感じる。一人の方を支援する時間が通常の何倍もの時間を要したが、それでもお互いに納

得いかない支援に我慢してもらうしかなかった。それでも生きていると納得するしかないと、腹

をくくって進んだ。

複数のボランティア団体が事務所に訪ねてくる。片付けの最中に対応に追われる。中には、同

じ団体でも人が変わるたびに訪問してくる。ありがたいはずなのに、対応に追われている状況を

理解して欲しいと思ったのも事実。ボランティア団体を取りまとめるところがあればと後になっ

て感じているが、その時はそこまで考えられなかった。

●４月上旬

電話の回数は相変わらず多い。一日の電話回数は３０〜４０件、記録など到底出来ない状況で

ある。相談員２名出勤再開したが問題は解決しない。

『仮設の申し込はどうしたらよいのか、家の片付けは？  何処で生活すればよいのか』など、相

談の内容も徐々に『食べる・生きる』から『生活』に変化し始めた。こうなると行政との連携が
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必須になってくるが、思うように連絡調整が出来ない。時間の経過と共に被災の大きさが浮き彫

りになってきている。相談支援が直接支援になってきていたが、不思議と当たり前のように、疑

問を感じることなく行っていた。

●４月中旬

相談員 1 名退職。

宮城県の担当者から連絡が来た。『大丈夫ですか？』の電話に『大丈夫じゃない、たすけて』と

答えたのを今でもはっきり覚えている。相談支援の応援の話を聞いた時は、本当に嬉しかった。

ただ単に少しは楽になれるかも？  なんて気持ちを裏切るように相変わらず電話は続いていた。避

難者への生活物資も少しずつだが届き始めてきた。寝たきりの障害者へのベット・エアマットを

ボランティア団体から提供され東松島市から塩釜市の民間賃貸住宅への引越しも支援できた。高

齢者の施設に避難していた方を自宅に帰すことが出来たりと少しずつ支援の結果が見えてきたが、

ほんの一部の支援であって、何処にも繋がっていなかった障がい者の方々については、まだ考え

ていなかった。安否さえ確認できていなかった理由には、マンパワー不足と被災地の安全確認が

出来ていないため二次災害の不安が大きいこともあった。

●４月下旬

相談員の応援派遣が決まったと連絡があり打ち合わせに応じる。

派遣に対する行政の考えに格差を感じたが、その時の私達にそこを考える余裕など無かった。

見切り発車になるかも知れないと思いながらも『困った人がいる』『支援者が足りない』応援に来

てもらうのに、これ以上の理由はないと割り切った。

この頃には圧倒的に直接支援の割合が増え、一人に対する直接支援の時間は１日単位になって

いた。支援者側も精神的・体力的限界になってきた。市内の他相談支援事業所と合議できたのも

この頃になってようやく始められた。

● 5 月上旬

派遣開始

何をしてもらえばよいのか？  相談員個人の考えでなく事業所として、今足りないことに応援し

てもらおう。私の事業所は派遣の話が出た時から、答えは決まっていた。相談員が相談に従事で

きるようフォローしてもらうこと、相談業務がスムーズに出来ることで本来の相談業務に戻りた

いと考えていた。

最後に今回の震災に多くの方々から、ご支援いただいたことに感謝いたしております。

ありがとうございました。

震災直後の気仙沼市の状況について

気仙沼市障害者生活支援センター　青野 繁清

１．当日

気仙沼市は宮城県最北の沿岸部に位置し、岩手県に隣接する人口７３，５００人の地場の水産業

を中心とする街となっている。障害者生活支援センターは気仙沼市鹿折地区の市民総合福祉セン

ター「やすらぎ」内３階にあった。「やすらぎ」は鉄筋３階建ての建物で沿岸より数百メートル離

れており、地域の第１避難場所となっている。館内には多目的ホールや研修室等の貸し館の設備、

また、地域の公民館と気仙沼市社会福祉協議会、老人のデイサービスセンターなどが併設されて

いた。

震災当日は、地震発生直後にセンター利用者・関係者２３名を含む１９９名の地域住民、デイ

サービス利用者及び館内関係者が「やすらぎ」に避難してきた。地震によってエレベーターが止

まり、間もなく大津波警報の防災無線が流れ、地震発生から約４０分後に津波がおそってきた。

２階研修室を集会所として全員避難していたが、津波は止め処もなく１階から２階へ浸水してき

た。浸水の最中、職員は２階から３階、さらに屋上へと避難誘導を行なっていた。その後津波に

よる第２波・第３波に襲われるが、第１波以上の浸水に見舞われず、３階を中心に全員で一夜を

過ごした。翌日の午前中には建物を取り巻く水位も下がり、また、付近の工場等へ火災の延焼が

迫っていたため、自力歩行可能な方を中心に約１５０名の方が１キロほど離れた高台の避難所鹿

折中学校へ移動し、同行した障害者９名の避難誘導に当たった。残りの５０名の方も地元消防団

や東京消防庁の救助隊により、鹿折地区西中才の避難所へと移動した。センター職員も鹿折中学

校と西中才の二手に分かれ、それぞれ障害者への対応を中心に避難所での支援活動を行った。

２．安否確認

津波により職員の車輌９台と公用車２台が流出し、また、通信手段がまったく機能せず活動の

制限を受けながら、震災後３日間ほどは徒歩による鹿折地区内の避難所周りを行いセンターの相

談利用者の安否確認を行った。その後法人の車輌と震災時訪問対応で難を免れたセンター車輌１

台とでガソリンの制限を受けながら、引き続き利用者の安否確認を行った。また、安否確認と並

行し、被災当初避難所での対応の困難な精神疾患の方を精神科への入院支援、聴覚障害者のコミ

ュニケーション支援、在宅障害者の物資の支援、また被災による障害者手帳・通帳類等の紛失の

ための再交付支援、避難所や地域の民生委員の方からの連絡により医療機関へ繋ぐ新規のケース

の通院支援など併せて２０件ほどの緊急対応などを行った。

３月２２日からはセンターの仮事務所として宮城県東部児童相談所気仙沼支所の一角を借り、
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気仙沼市の広報を通して災害ＦＭのラジオ放送で所在と連絡方法の周知を行い、通常の相談業務

も再開した。

３．支援団体

今回の震災に伴い、様々な団体・ボランティア・報道機関等の来訪もあり、被災状況報告等の

対応に追われることもしばしばであった。

一方では、「東京合同災害対策本部」通称「東京支援チーム」やフレンズインターナショナルワ

ークキャンプ「ＦＩＷＣ」の実践的なボランティア団体や日本障害フォーラム「ＪＤＦ」や「難

民を助ける会」の物資支援協力団体もあり、障害当事者の被災した家屋の片づけの支援や、障害

者施設内支援、障害者雇用事業所の瓦礫片づけへの派遣協力、生活物資の支援など、「東京支援チ

ーム」・「ＦＩＷＣ」・「ＪＤＦ」・「難民を助ける会」との連絡・調整を行い、連携をとってきた。

とりわけ被災によって環境が激変し、特に津波によって道路が寸断される状況を強いられ、支援

学校の送迎バスが運行できる地域が限られる中、ご家族が学校まで送迎されるケースもあったが、

保護者の中には津波で自家用車が流されてしまった方も多くいた。そこで片道１時間４５分の送

迎支援のニーズを聞き取り、学校と支援団体との調整をはかり、夏休み後送迎バス運行が可能に

なるまでの期間、継続的な支援をして頂くことができた。

３月・４月と主に安否確認等を中心に活動をしてきたが、５月に入り地域資源も通常の業務態

勢に戻り、センター機能も通常の相談業務とさらに障害者の仮設住宅入居申込みや障害者施設利

用、さらに医療・行政機関との調整や、罹災証明書等も含む義援金・生活支援金・各種証明書再

交付申請に関わる支援を中心に活動をした。

６月に入ると避難所から仮設住宅等への転居に伴う支援なども見られる。また、１３日からは

宮城県災害派遣による相談支援専門員が全国から一週間交代で４名位ずつの参加により、避難所

訪問や避難所からの通院・外出支援、仮設住宅からの通院支援また、仮設住宅入居支援、被災に

よる家屋内外の片づけ支援等に協力して頂いた。

４．まとめ

今回の被災に伴い生存の確認がとれたセンター関連の障害者の方が３４３名、死亡８名（身体

障害者４名・視覚障害者１名・知的障害者１名・精神障害者２名）、行方不明３名（精神障害者１名・

発達障害者１名・視覚障害者１名）となっている。今後も仮設住宅等への移動に伴い環境の変化・

コミュニティーの変化によりさらに新規に繋がってくるケースが増えるものと予想される。また、

今まで関わっていた相談利用者の方に対する支援も引き続き継続していきたいと考えている。

宮城県災害派遣による相談支援専門員チームの支援活動も非常に有効に活用させて頂いた。特

に同じメンバーがリピーターとして来て頂くことが事業所としては安心感を得、地域の地理的感

覚を会得してからの活動には幅が広がり、大変感謝している。

恵泉会地域生活支援センター（宮城県登米市）　佐藤 幸恵

３．１１午後 2 時 46 分地震発生、登米市の震度は 6 強であった。私どもの相談支援事業所 ( 恵

泉会地域生活支援センター：以下支援センター ) は登米市役所の近隣にあり、この時もエリア内

の市保健センターを会場に、一人暮らしの本人を交えたケア会議の最中であった。大げさに聞こ

えるかもしれないが、泣き叫ぶ本人を関係者でなだめながら、激しくなる揺れに、一体何が起き

ているのだろうここで死んでしまうのではないかという恐怖を感じたのである。

余震が続く中，支援センターに戻る途中水道が破裂し道路から水が噴き出し、アスファルトは

異常に波打っていた。支援センターの内部は物が散乱していたが、ビル建物 ( 鉄筋コンクリート )

は無事であったので、支援中の方々とスタッフで一緒に居場所を確保し、ラジオから情報をとり

ながら避難所開設の確認と誘導が必要な方の支援を行った。

発生から数時間は携帯電話が繋がったので、できる範囲で安否確認をすることと、センターを

頼りに集まった方々を自宅へ送るのが精一杯であった。

夜も更けてきたため職員はその日一旦退勤させ日曜日に集合とした。帰宅時を思いだしてみる

と支援センター周辺や市内の様子は真っ暗で思わぬところで建物が倒壊し、恐ろしい感じがした。

ライフラインは全戸で全く機能しない状況で、これまで経験したことのない大変な事が起こった

のだと実感した。

職員も家族等の安否を確認したが、一週間は電話が通じない状態で不安な時が続いた。発生か

ら一週間は、ラジオから沿岸で大きな津波の被害があり多数の方が犠牲になったようだとの情報

は流れたものの、目の前の対処で慌ただしくどのように動いたのか詳細には思い出せない。

震災発生後，障害系の各事業所では、水と物資の確保等あらゆる対策に追われていたが、福祉

的避難所としての機能を持ち、指定されていなくても被災した方を受け入れる動きもあり、支援

センターの職員も夜間支援を交代で行った。通所系のサービスを利用している方や、ケアホーム

の方達などは事業所が落ち着くまで通所事業所で宿泊を受け入れ、幸いにも怪我や死亡という情

報はなかった。

ライフラインが復旧するまでの間は、支援センターの動きを福祉事務所と相談し、避難所の手
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伝いと避難所に来られない方への物資の搬送、単身生活の方の給水支援等々、支援センターとし

て自分達でできることを精一杯行っていた。しかしガソリン不足で車を使用できない状況から、

ガソリンが順調に供給されるようになるまでの約 1 ヵ月間職員は自転車で出勤し、できるだけ相

談支援も自転車を利用した。

電気が復旧するまではリアルタイムにメディアの情報が入らなかったので、沿岸部の凄まじい

状況を知るまでには時差があったように感じる。死者や行方不明者の情報や津波の報道に愕然と

し、石巻や東松島や気仙沼など海沿いの皆さんがどんなことになっているのだろうと、考えるよ

うになったのも一週間くらい経過してからであった。県内の相談支援事業所や知り合いの仲間達

と連絡を取り合ったのもこの頃であった。その際以前お世話になり宮城を離れた行政の方から、『こ

れから大変ですが被災地の方の身になって支援することと、声の活かされた復旧、復興計画をた

てていかなければなりません。』というメッセージを受け取った。その時はこのメッセージの持つ

意味の重要さを漠然と理解したが、状況が変化していくところで、被災地の人が、自からの力を

壊さないように回復させていくことがいかに大事であるかを考えた。

発生から数週間後宮城県障害福祉課の方々が県内の状況を確認し、何が現段階で必要かを検討

するために県内を回っておられた。

様々な団体が被災地支援に入り、JDF 宮城北部支援センターが 4 月 28 日に登米市の若葉園に

開設し、県北の沿岸部支援の拠点として物資の支援等の活動を開始された。

県内では内陸で機能回復した事業所が、できるだけパンを焼き沿岸部の仲間に届けるなどの動

きはあった、しかし絶対的に不足している物資を補うには困難な場面が多く、避難所にも行けず

自分で調達できない方への支援はどこでどうコーディネートするのかを、考えておくべきことが

重要と感じた。

発生から 2 ヵ月間を振り返ると県内の相談支援事業所間では、互いの被災の様子を聞き、何か

あったら声をかけてと連絡することくらいしかできなかった。

登米市内の方対象の避難所は 3 月いっぱいで閉鎖となり、倒壊した家屋の方は空いていた雇用

促進住宅等に優先的に入居されていた。

支援センターでは障害を持ち最後まで残った方達を支援しながら、少しずつ南三陸町等から避

難所生活をされている方の相談も伺うようになった。県外の給水車や支援物資を積んだトラック

が頻繁に往来し、近くに自衛隊キャンプがいち早く設置されるなど、3 月は本当に慌ただしく過

ぎ去った。

4 月に入りガソリンや店舗にも物資が流通するようになった頃、南三陸町の被災避難の方々を

受け入れるために、登米市に仮設住宅を建設する動きが活発となった。

登米市は高齢化率２７%の過疎地域で、震災前まで賃貸借物件に空きが多かったのに、震災後

市内ほとんどで埋まりつつあるとの情報があった。仮設住宅に移り住む方で障害をお持ちの方の

実態は見えてこなかったが、行政や支援センター間の情報、学校関係や家族から、少しずつ個別

の相談支援に関する話を受けるようになった。自分達の生活が何とか落ち着いてきて、沿岸部の

大変な状況を思い浮かべ、相談支援事業所のみなさんに何かお手伝いができないかと強く思うよ

うになった。同じ宮城県の支援センターとして私たちにできることは何だったのか、その時はう

まく考えられなかったような気がする。

その頃宮城県の障害福祉課から県北の相談支援事業所から交代で職員を派遣する話を受け、少

しでも役に立てればという思いと、この機会を組み立ててもらってありがたいと感じた。

震災発生からの約 2 ヵ月間は津波の被害が無かった地区であっても、様々な混乱の中で、まず

落ち着くために無我夢中の期間であった。

その後登米市役所で 5 月 21 日に、東日本大震災に係る災害応援活動に関する協定の動きがあり、

津波被害の無かった地域として本格的に新たな展開を応援する時期に進んでいった。
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1—Ⅱ . 派遣活動のための準備状況について

宮城県　狩野 靖士

（震災当時、障害福祉課で相談支援事業を担当）

１. 震災に対応した相談支援活動に向けた市町村・相談支援事業所への訪問

震災から２０日経過した３月３１日から、主に津波被害のあった地域の市町村と相談支援事業

所を訪問し、今後の相談支援活動について意見交換を行った。

当時、県の障害福祉担当課では、イ）住居の被災により住まいを失った障害者の方や、避難所

の生活がなじまない等の理由により一時的に居住する場所が必要な障害者の方々に、入所施設や

グループホームと連携し、居住の場を提供すること、ロ）不眠不休で業務に当たっているであろ

う障害福祉サービス事業所から支援職員の派遣要請がきた場合には、速やかに対応することを優

先事項として取り組んでおり、市町村・相談支援事業所から、相談支援専門員の派遣要請があれば、

早急に対応していくことを念頭に訪問を行った。

訪問を終えての所感は以下のとおりであり、４月上・中旬の状況では、県で「震災に対応した

相談支援活動」の項目をいくつか挙げてパッケージ化し、それをもとに市町村・相談支援事業所

に提案を行い、業務の量によっては県外からの相談支援専門員の応援をもらうことも視野に、市

町村・相談支援事業所と協調しながら進めていかなければならないと考えていた。

＜市町村の状況＞（訪問市町村数：７市町（石巻圏域を除く））

被災の規模が甚大であったため、障害福祉担当職員も、避難所業務等、自治体をあげての住民

支援に回っており、訪問時には、やっと窓口業務に一人二人と戻れるようになり始めた矢先であり、

まだ担当課として、相談支援を含めて今後の震災に対応した障害者支援業務を、整理・構築がで

きていない状況で、要支援者等への戸別訪問を投げかけても反応は鈍く、今後に向けた建設的な

話ができるのは、もう少し時間が必要と思われた。

＜相談支援事業所の状況＞（訪問相談支援事業所数：９事業所（Ｋａｉを含む））

相談支援事業所の登録者等、相談支援事業所が関わっている障害者の安否確認は終わり、その

方々に対する必要な支援は行われていたが、震災に対応した次の地域活動については、市町村と

きちんと時間をとったミーティングができていないこともあって、待ちの状態であった。

２. 日本相談支援専門員協会（ＮＳＫ）との連携

市町村・相談支援事業所への訪問を行っている中、ＮＳＫ菊本氏から宮城県入りする旨の連絡

が入り、４月８日に会う。菊本氏と宮城県とは、埼玉県障害者相談支援専門員協会（Ｓ . Ｓ . Ａ）

のミラクルＱ（相談支援業務サポートシステム）導入の関係で繋がりがあり、同氏が震災の前月

の２月に行った研修において宮城県内の市町村・相談支援事業所と面識があることから、被災規

模の大きい石巻圏域の相談支援事業所Ｋａｉを訪問してもらい、今後必要とされる相談支援活動

とそのために必要な人員について、相談支援事業に精通する専門家の目線でアセスメントしても

らいたいことを依頼する。

その訪問の後、４月中旬に、ＮＳＫ菊本氏から「石巻地域への相談支援専門員の派遣に関する

提案書」の送付を受ける。提案の内容は、応援をもらう側からみても、ポイントごとに行き届い

た申し分のないものであり、県外からの相談支援専門員の派遣要請を模索していた宮城県にとっ

ては、時期的にも内容的にも大変有難い提案として、受け入れることを了承した。また、提案の

受け入れに当たって、何ら躊躇するところがなかったのは、提案された内容が納得できるもので

あったこともさることながら、ミラクルＱの導入を通じて、菊本氏をはじめＳ . Ｓ . Ａの方々（県

外の複数の相談支援専門員）との信頼関係がこれまでに醸成されていたことが大きかった。なお、

提案内容に対する所感は以下のとおりである。

＜所感＞

❶ 派遣される相談支援専門員のコーディネイトの重要さは言を待たないが、それをＮＳＫという

信頼できる機関に委ねることができるという安心感は大きく、当初、派遣要請を行う場合は、

その機能を県が担わざるを得ないと思っていたので、提示されたスキームは県の担当者（受け

入れ側のコーディネイター）の負担が大きく軽減されるものであった。

❷ 相談支援活動を、現地相談員１名と派遣相談員１名でチーム編成し、当面、派遣相談員が記録

の作成等後方支援を行うという形式は、ａ）２人のチームで活動できるという安心感、ｂ）震

災対応で業務の増大が予想される中、記録を含めすべてを１人でこなさなければならないとい

う負担感からの開放に繋がるという点で、現場のことをよく知っている提案であり、現地側で

の受け入れを考えたときに欠かせない重要な提案であった。

❸ ３週を１クールとして、１週目に派遣された人が再度４週目に派遣で入るという派遣形式は、

チームワークによる円滑な相談支援の実施を考えたときに、現地にとっては大変有難い提案で

あった。県から、一方的に派遣要請を行った場合には、現場のことを想いながらも、ここまで

踏み込んだ要請はかなわなかった。

❹ ２クール実施した上で、検証を行い、次の展開を考えていく形式は、長期にわたる現場での活

動において不可欠なものであるだけでなく、宮城県が他県と調整を行っていく中、他県の担当
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者が派遣要請を受け入れるための判断の要素（派遣期間の区切りが視覚化される）としても重

要なメッセージとなり、短期間で調整がスムーズにいった大きな要因だと考える。

３. 派遣元の都道府県との調整

ＮＳＫからの連絡により、都道府県ごとの派遣相談員が具体的に決まった段階（○県○名）で、

他県等との調整に入った。

他県等の担当者に電話を入れ、次の点を説明し、派遣の要請をした上で、ＮＳＫ菊本氏からの

提案書（資料参照：相談支援体制 再構築スキーム（案））の抜粋版をメールで送付し、質問等があ

れば連絡をもらう形で調整を進めた。いくつか確認のための質問を受けたが、特にトラブルなく

進んだ。

❶派遣の形式について、提案書の内容を説明、詳細はＰＤＦファイルをメールで送付する。

❷ 派遣の費用は、災害救助法のスキームではなく、基金事業「相談支援充実・強化事業」を原資とし、

宮城県から派遣を受ける事業所に補助金を交付し、その事業所から派遣元の事業所に支払いを

行う。

❸ 早急に、正式に文書で依頼する。また、調整に当たっては、障害福祉サービス事業所の指導員

等の派遣スキーム（派遣元の都道府県が一時派遣費用を立て替える）ではなく、基金事業を活

用し、派遣を受ける宮城県が直接負担するという形が、時間のない中で、他県等との調整がスムー

ズにいき、５月１０日からの派遣に結びついた大きな要因の一つだと考える。

４. 石巻圏域への派遣決定後の他地域との調整

石巻圏域への派遣が決まった５月上旬以降、気仙沼地域・仙塩地域の相談支援事業所を再度訪

問し、ＮＳＫから石巻地域に提案された内容を伝えた。

この提案内容を受け、石巻圏域のほかに、気仙沼圏域で派遣を要請することになった。

５. 派遣活動の事前の調整を行いながら、感じたこと

❶ 震災の規模によっては、相談支援事業の主体を担う市町村・相談支援事業所から派遣要請が上

がってくるまでに一定の時間を要することになり、今回は提案型が有効に機能したと考える。

❷ ＮＳＫからの提案を受けながらも、結果的に派遣要請があったのは、２圏域に止まった。これ

は、宮城県内の中で、震災時に相談支援が果たすべき役割が明確になっていなかったこと、また、

日常の相談支援活動と地域で暮らす障害児・者との繋がりについて改めて振り返る必要性があ

ること等、今後の課題が認識させられた。

❸ 今回の県外からの派遣は、Ｓ . Ｓ . Ａとの繋がりなくしては、実現に至らなかった、又は、派遣

を要請したにしてもスムーズにはいかなかったのではないかと思う。県外からの派遣に向けて

のコーディネイトは、今後もＮＳＫが担われると思われるが、受けて側の都道府県にもコーディ

ネイトする機能、例えば、○○県相談支援専門員協会のような受け皿があり、その機関の中で、

定期的に「震災時の相談支援」について議論し、体系的に整理しておくことによって、よりタ

イムリーに、より有効に、震災時の相談支援活動が機能しくのではないかと考える。

埼玉県障害者相談支援専門員協会　菊本 圭一

１. 埼玉県内での被災者支援活動について

❶震災直後の概況

①埼玉県（さいたまスーパーアリーナ等）へたくさんの被災者が避難してきた。避難者数は、「さ

　いたまスーパーアリーナ」で、ピーク時２５００名。５月１日現在では県全体で、６５００名

　にまで増加。

②避難状況は長期化し、どこかの時点で福祉ニーズが表出されることになるのではないかと予測

　し、被災者受入れ県（当会）としてなにができるか検討開始。　　　　

③厚生労働省から「東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応およびこれに伴う特

　例措置等について（障企発０３１１号）」により、避難者が避難した先でも福祉サービス等を受

　けることが可能となる、通知が発令。

❷３月下旬

①「さいたまスーパーアリーナ」避難所の閉鎖を前に、埼玉県、埼玉県社会福祉協議会、埼玉県

　社会福祉士会などと、現状の確認及び情報共有を行う。

②埼玉県介護支援専門員協会と避難者を世帯単位、家族単位で支援していくために、福祉サービ

　スに関する情報提供及び福祉サービスとの効果的なマッチング方法等の検討を行う。

❸４月上旬

①さまざまな連携を図っていく中で、聞こえてくる情報では、ほとんど福祉サービスを必要とす

　る要支援者の情報はない状況であった。しかし、どこかの時点で福祉サービスが必要な人々が

　きっと現れるだろうし、空振りに終わったら、それはそれでよいことであると割り切って活動

　を継続。

②埼玉県、埼玉県社会福祉協議会、埼玉県介護支援専門員協会と個別に議論を重ね、福祉サービ
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　スの情報提供のためのリーフレットが完成し、自治体窓口、社会福祉協議会、在宅介護支援セ

　ンター、相談支援センターなどに配布され周知した。

　資料参照：埼玉県における被災者支援に関する情報周知資料

③具体的なサービスへ結びつける体制は、介護保険の介護支援専門員と相談支援専門員がペアに 

　なり、埼玉県を１４地区に分けて、各地域にエリアマネージャー（障がいと高齢分野１名ずつ）

　を配置した体制とした。同じ埼玉県の中でも、地域特性はそれぞれであり、各々の地域をよく

　知るもの同士で連携した方が、効果的だと考えた結果の体制になる。

２. 宮城県での被災地支援活動について

❶石巻圈域４月上旬

①宮城県仙台市で宮城県職員狩野氏と会う。石巻市の（相支）Ｋａｉを訪問して今後の相談支援

　専門員による派遣活動が必要かどうかの確認依頼を受ける。

②石巻現地でＫａｉ村上氏、佐々木明子氏と情報交換。上越市の社会福祉法人りとるらいふ理事長、

　片桐氏も同席し、中越沖地震における教訓も参考にする。相談支援の事業特性として、繰返し

　同じ相談支援専門員が派遣され、現地状況を理解し、自立した活動が必要ではないかとの結論

　に至る。

③訪問時には、第１回目の全戸訪問を終えたが、現地相談員も被災しており、かなり疲労の色が

　濃かった。日々状況の変化が激しいため、もう一度全戸訪問等を行ないたいが、余力がないと

　のことであった。もし、全国からの応援が受けられるのであれば、受けながら２回目の全戸訪

　問等を行いたいとのことであった。

④上記情報交換の内容と全国の相談支援専門員の状況を加味して、石巻圏域への相談支援専門員

　の派遣にかかる提案書を作成し、関係者へ提示した。

　資料参照：相談支援体制 再構築スキーム（案）

❷石巻圈域４月中下旬

①日本相談支援専門員協会からの提案書を東松島市・石巻市、女川町に説明し、県外からの相談

　支援専門員の派遣について、意見交換を行う。自治体、現地相談支援事業所からの承諾を得ら

　れたため、都道府県及び日本相談支援専門員協会の理事を通じて、全国の相談支援専門員に対

　し派遣要請を始める。

②５月 10 日から、正式な派遣相談支援活動の開始となる。

❸気仙沼圈域５月中旬〜６月

①上記石巻圈域と同様に、同じ相談員が繰り返し派遣される提案書を気仙沼市及び地元相談支援

　事業所に説明し、５月中旬に同意を得る。南三陸を中心に東京都の知的障害者施設の支援チー

　ムが、上記提案と同様の繰返し入る方法で派遣活動していて、とても成果を上げているとのこ

　とであった。相談支援専門員に対しても、同様の成果を期待されていた。　

②上記同様に、都道府県及び日本相談支援専門員協会の理事を通じて、全国の相談支援専門員に

　対し派遣要請を始める。

③６月２０日から、気仙沼圏域で県外の相談支援事業所からの派遣を受けての派遣相談支援活動

　が開始される。



36 37

1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

参考資料（派遣活動のための準備状況について）

埼玉県における被災者支援に関する情報周知資料
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1—Ⅲ . 派遣相談員による相談支援活動

（福）唐池学園　貴志園　相談支援専門員　冨岡 貴生

相談支援専門員による派遣活動の大きな特徴は、派遣活動の内容を行政職員や現地相談員（以

下現地相談員等とする）と協議して決めることで、現地相談員等が必要としているサポートを派

遣相談員がタイムリーに実施できたこと、派遣された相談支援専門員（同じ人）が継続して現地

に入り、活動することで、現地相談員等と派遣相談員との信頼関係が構築され、強い一体感の中

で支援が行われたことがあげられる。この章では、派遣相談員の活動について整理する。

1．派遣相談員の役割、意識の統一

相談支援専門員による派遣活動は、今まで前例がなく、活動内容が定まらない中でのスタート

となった。活動内容等に不安があったが、派遣コーディネーターから派遣相談員の目的や役割等

について事前に説明を受け、派遣活動に必要な心構えを派遣相談員全員が共有した。特に、①派

遣活動の内容が復興状況に応じて変動していくものであることから、派遣側が決めるよりも行政

や現地相談支援事業所との協議を経て決めていくこと、②現地相談員等の負担感、③相談支援は

障害者や関係機関との信頼関係を基軸にして業務が進むことから、同じ人が繰り返し現地入りす

ることが求められること、④被災地の状況を見て積極的に活動したい気持ちを抑え、現地相談員

等の業務を補佐する活動であること、を理解して派遣活動を行うことができた。派遣相談員の意

識が統一されることによって、半年間派遣活動の目的を見失うことなく活動できたといえる。

２．派遣活動内容の決定

復興状況等に応じて派遣相談員に求められる業務も変動することから、具体的な派遣活動の内

容を行政や現地相談支援事業所と協議し、現地相談員等が必要としている業務の補佐を行った。

現地相談員等の業務を派遣相談員が後方支援する体制は、派遣者を受け入れる現地相談員等が混

乱しないで済むこと、現地相談員等の人員不足等によって進められないでいる業務を派遣相談員

がダイレクトに応援できることから、派遣活動の内容を協議して決めていく体制はとても意義の

あることといえる。

３．現地相談員中心の派遣活動の取り組み

派遣相談員の派遣活動はあくまでも限定的なものであり、派遣活動が終了しても現地での支援

は継続されていくことから、現地相談員の活動をサポートすることを基本においた派遣活動であ

った。復興状況に応じて変動する派遣活動の内容は、個別支援の対応や全戸訪問等、現地相談員

等と協議しながら派遣活動が行われた。

４．繰り返し派遣活動を行うことの必要性

相談支援専門員の業務は、障害者の多様なニーズに対して、障害者や関係機関との信頼関係を

構築し、福祉サービスを利用しながらも安心して地域生活が送れるよう支援する。被災地におけ

る相談支援も同様で、障害者や家族、現地相談員等と関係性を構築しながら派遣活動が展開され

ていかなければならない。そのためには、派遣相談員が単発で限定的なものではなく、繰り返し

参加することが求められる。派遣相談員からは繰り返し参加することに困難な状況がありながら

も、派遣活動が人ごとにならずモチベーションの維持にもつながり、参加しやすくなる等の意見

が多かった。

以上のことから、相談支援専門員による派遣活動は、相談支援という業務の特殊性から見ても

繰り返し行われることが望ましい。しかし、今回派遣された相談支援専門員は、所属先の理解に

よって繰り返しの派遣活動が可能になったことから、これらの活動を支える体制整備は必要であ

る。

５．全戸訪問

行政からの要請を受けて、障害者や家族の安否確認、生活状況、居住場所、支援の必要性の有

無等の確認を現地相談員とペアを組んで行った。全戸訪問する際の準備としてマッピング作業を

行ったが、地区分けした名簿を作成するのにかなりの時間を要した。訪問時は、『訪問（全戸訪問

のタイミング）が遅い』との指摘を受けることや、訪問しても不在となっていることも多かった。

また、ある地区は天候や満潮時間等によって訪問できないことや地図上の道や建物がなく、たど

り着くまで時間がかかることもあったが、訪問を通して震災後の生活状況や具体的なニーズを深

く知ることができた。この全戸訪問は、地域状況や地理を知らない派遣相談員が単独で行うこと

は難しかったであろうと思われる。現地相談員とペアを組んで初めて行える支援である。

６．権利擁護

現地相談員とペアを組んで避難所訪問等をする中で、権利擁護が大きな問題としてあげられた。

権利擁護支援が必要な方に対して権利擁護の必要性を説明し、支援が受けられるよう進めたが、

権利擁護を担当する事業所の支援者がとても少なく、支援できる状況でないことが個別支援を通

して浮き彫りとなった。また、権利擁護の体制が整備されておらず、応援を要請してもそこまで
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

手が回らないということが明らかとなった。これらのことから、権利擁護の体制と支援者の確保

はとても必要である。

以上のことから、派遣相談員の効果についてまとめると、①派遣相談員の意識の統一がなされ

たことによって、派遣活動の目的を見失うことなく活動できたこと、②同じ人繰り返し派遣活動

を行う体制であったことから、現地相談員等との関係性が深まり、一体感が生まれ、そのことに

よって現地相談員等が必要とする業務を補佐することが可能となったこと、③全戸訪問する際の

手続き手順を整理することができること、④権利擁護支援体制の具体的な課題が明確になったこ

と、が派遣活動において有効に行われたことは評価できることと思われる。

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/11 ～ 14
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/11 ～ 14 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/11 ～ 14
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/11 ～ 14 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/17 ～ 31
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】5/17 ～ 31 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】6/1 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】6/1 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】6/1 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】7/1 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】7/1 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】8/1 ～ 11/2 派遣相談員日報とりまとめ【石巻市】8/1 ～ 11/2
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】6/20 ～ 7/1（県内派遣 4 法人一順終了） 派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】6/20 ～ 7/1（県内派遣 4 法人一順終了）
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】7/4 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】7/10 ～ 30
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】8/1 ～ 31 派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】9/1 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【宮城県】10/1 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】震災後から派遣前まで
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】6/12 ～ 7/2 派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】6/12 ～ 7/2
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】6/12 ～ 7/2 派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】6/12 ～ 7/2
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】7/4 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】7/4 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】7/4 ～ 派遣相談員日報とりまとめ【気仙沼】7/4 ～
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

現地相談支援事業所インタビュー調査の結果

のぞみの園研究部

１．インタビュー調査の概要

❶調査概要

①調査時期：2012 年１月 30 日、31 日

②調査対象：石巻圏域、気仙沼市の障害者相談支援事業所４カ所

❷インタビューガイドについて

① 震災前の相談支援事業所の状況について

　開設年月日、窓口の設置場所、前相談支援事業所の種類、窓口受付時間、窓口受付時間以外の対応、

　職員人数、H22 年度の実績

②震災以降の取り組みについて（それぞれ、直後、１ヶ月、２ヶ月など段階毎）

　 事業所の再開について、事業所の窓口開設状況、職員体制の変化について、勤務体制の確保で

苦労したこと・工夫したことなどはありますか、震災直後からの取り組みの中での課題は何で

したか、相談支援事業所で行っていたことは何ですか、相談員の派遣を依頼した状況について

③派遣受け入れについて

　 派遣相談員を受け入れてよかったことは何ですか、派遣相談員を受け入れて苦労したこと・配

慮したことなどは何ですか、派遣を終了した背景はどのようなものですか、今後、この地域が

復興するために必要なことは何だと思いますか？

④震災前の地域の状況について

　自立支援協議会について、支給決定について

２．調査結果

❶震災前の相談支援事業所と地域状況

①各相談支援事業所の概要

②相談支援体制の状況

❷震災の被害状況

❸震災以降の取り組みについて

①相談支援事業所を取り巻く状況
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

②職員体制

③取り組みの内容

④障害者のニーズ（具体的な支援内容）

❹派遣受け入れについて

①派遣受け入れの期待
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

②派遣相談員の業務内容

③派遣相談員の良かった点

④派遣相談員に対する配慮

⑤派遣相談員活動終了の背景

❺今後に向けて

①元に戻るための課題

②新たな取り組みの必要性

ⅰ東松島市ホームページ（2012）「○震災による被害状況」
　http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/cnt/saigai_20110311/index.html,2012.02.29.
ⅱ石巻市ホームページ（2012）「石巻市被害状況等」
　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/hishokoho/sinsai/hisajyokyo.jsp, 2012.02.29.
ⅲ宮城県土木部住宅課（2011）『宮城県復興住宅計画』
ⅳ女川町（2011）『女川町復興計画』
ⅴ気仙沼市ホームページ（2012）「被害の状況平成 24 年３月１日現在」
　http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1300452011135/index.html,2012.03.02.
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グループインタビュー【石巻】
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

グループインタビュー【気仙沼】
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

グループインタビュー【気仙沼】 参考資料（派遣相談員による相談支援活動）
派遣相談員日報
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

全戸訪問作業資料

障害児・者現況把握調査票 実施日　年　月　日   No.
調査員名（　　　　　　　　）事業所（　　　　　　　）

地区名 石巻市内（　　　　）

全戸訪問マニュアル　石巻市内全戸訪問における確認事項

＜出発前の動き＞

○マッピングは、最低二組用意するなど、単独で動く場合に備えておく。

○その日のリーダーとなる現地相談員を確定させ、1 日のスケジュール確認のためミーティング

　を開いてから活動に入る。（出発前にリーダーとなる現地相談員から相談員同士の連絡先、訪問

　先の担当エリア、訪問するペアの組み合わせ、車の台数と乗るメンバー、訪問に回る順番、集

　合時間などを確認し指示を受ける。）

○今回の全戸訪問については、安否確認ではなく生活状況の確認が中心となる。

　また、今後の相談支援につなげていくために、相談支援事業所の連絡先、話しが進めば相談支

　援事業所の利用の仕方や全戸訪問後の相談支援事業所の関わり方等の具体的な提案を伝えてい

　く。

（訪問先での入り方の例）

「石巻市から委託を受けて障害のある方の生活状況を確認に来た障害者生活支援センターです。障

害者手帳をお持ちの方の家を 1 件 1 件回らせていただいております・・・」

（訪問先での終了の例）

【その場で（★）の裏に事業所名、訪問したスタッフ名を記入した上で】「・・・ありがとうござ

いました。これ（＊）は相談支援事業所の連絡先です。今日、お伺いしたのは裏にありますように、

○△×事業所の◆▲＊（と■＊●）です。何かお困りのことがあれば、この連絡先までご連絡く

ださい。・・・急な訪問で失礼いたしました。ありがとうございました。」

（★）→事業所の連絡先、裏が不在時のメモがついた「Ａ５のチラシ」。不在時だけでなく、どん

どん活用していく。

＜現地到着後の動き＞

○現地に着いたら訪問時に災害が発生した場合の避難経路等をリーダー（現地相談員）から確認

　する。

○原則ひとチーム２名とし、現地の状況（安全かどうか等）を見て可能であれば単独で訪問を行う。

　ただし、可能な限り最初の数ケースは 2 人で訪問を行うこととし、この中で、訪問の仕方、聞

　き取りの内容等に大きな差が生まれないように相談員同士で相互に確認する。また、初めて訪

　問に加わる派遣相談員は単独では動かず、リーダーに同行しながら進め方を確認する。
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1. 事業の実地内容【フェーズに応じた活動まとめ】

○自分の担当エリアが終了したらリーダーに状況を報告する。

【確認事項】

①仮設住宅に申し込んでいるかどうか（自宅が 2 階しか住めず、1 階が崩壊している家）

②入浴の確認（自衛隊の入浴支援が 8 月をめどに減少の方向）

③今現在困っていること

④今後の見通し、どのように生活していくか。（2 階に住んでいる人には、仮設を検討してるか確認）

⑤仮設を申し込まない、当たっても移らない理由の確認

※この他にも、「昼間どうされてますか？」とか「ご家族はどうされていますか？」など、余裕が

　あれば生活や周辺のこともたずねてみる。

＜訪問後の動き＞

○訪問先の報告書については、訪問した週ごとにまとめる。

　（別の週の相談員では状況が分からず報告書が作成できないため）

○再訪問が必要と判断したケースについては、判断根拠を記録に残す。

○引き継ぐべき全戸訪問の内容をどうするか？

○ 少なくとも、訪問の結果「再訪問の必要性」が『有』と『△』になった方については、記録の

入力だけ終わらせないで何らかの形で直接現地のスタッフに伝達すること。

○  理想的には、全戸訪問しているその時に現地相談員につなげたり、帰ってきた当日に関係する

事業所（ｋａｉ、ひまわり）の相談員（当日のリーダーだけでも）と訪問した派遣チームが一

緒に『振り返る』時間がとれるのが理想的かもしれない。

○しかし、現実的にはこれらは難しいと考えられるので、

①可能限り、訪問したメンバーもしくは事業所単位その日のうちに簡単な振り返りをする

②金曜日の全体での打合せの時にできないだろうか？



2. 分析・考察
復旧から復興へ　　

（長期的支援の展開）
～今回の派遣活動における評価と検証～
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2. 分析・考察

埼玉県障害者相談支援専門員協会　　高谷 昇

　

　

　東日本大震災における派遣相談員による支援活動の評価という点では、指標などにより明確に

表すことが難しいことから、開始当時の見立てや、後日現地相談員等に対して行ったインタビュー

調査、派遣相談員自身による自己評価などから検証を行った。

　内容については、１．派遣開始時期・期間、２．派遣体制についての 2 点を現地相談員、派遣

相談員双方へのインタビュー結果、検討委員会や派遣相談員による検証会議等を踏まえ整理し、

最後に今後の方向性についてまとめた。

１．派遣開始時期・期間について

今回の派遣相談員による支援活動は、震災発生から約２か月後の５月１０日から１０月まで実

施した。

女川町沿岸部
2011．5 月

震災直後の現地では、まず相談対象者及びその家族の安否確認が優先されていた。街中が非日

常的な混乱の中、目的を絞り、淡々と支援活動を遂行するには土地感や対象者との顔の見える関

係のある現地相談員以外では対応が難しい状況だったと推測された。現地相談員からの話では、

震災直後は「いのちのニーズ」「いきる」が優先され、相談支援という状況ではなかったと当時を

振り返っている。また相談支援という業務では、この段階で対応していくことは馴染まず、震災

２か月後、ひとまず落ち着いた時期にようやく「生活ニーズ」へと変化し、障害のある方に対す

る相談支援が開始され、時期としては、ちょうど良かったのではないかとの意見が多かった。

反対に、もう少し早い時期での開始を望む声もあり、被災された地域でもニーズの出方には若

干の差もある事が伺えた。５月以前に派遣を開始したと仮定した場合、現地相談員からは、果た

して効率よく仕事を切り出せたかどうかについて、当時の混乱の中では難しかったかもしれない

との意見もある。まずは早急な現地の状況の見極めが重要であり、地域によっては早めの導入も

視野に入れた開始時期の調整が必要と思われる。

次に、派遣相談員側からの意見をもとに派遣開始時期・期間についての検証を行った。

女川町沿岸部
2012．2 月
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2. 分析・考察

報道を目の当たりにし、直ぐにでもという思いも聞かれたが、現実では、被災地から離れた関

東周辺でも、計画停電、物資の不足、ガソリン問題等の生活のしづらさが出始め、それらが落ち

着いた頃にあたる今回の派遣時期は支援活動に入りやすかったのではないかという意見が多かっ

た。

実際に派遣活動の業務に入り、現地相談員からの話や現地の様子を目の当たりにして、「いきる」

「家族を探す」ということが優先される時については、現地の方の対応なくしては進まず、介入が

早すぎたことでかえって邪魔になってしまうのではないかとの意見もあった。逆に今回より遅い

時期に派遣活動が開始された場合、検証会議における現地相談員からの発言にもあった「自分た

ちが疲弊し、緊張がほころび始めた時期に今回の派遣の話しがあり助かった」という状況に対し

ては間に合わなかったのではないかと考えることができる。

２．派遣体制（サイクル）について

体制については、２００４年１０月２３日に発生した中越地震の際の教訓を受け、最少人数に

よる派遣ローテーションの調整を行っている。多くの人的支援が必要な状況ではあるが、人の入

れ替わりの激しい体制では、積み重ねた情報をもとに状況を判断し、関係性を重視していく相談

支援という点では馴染まない。最小限の人員で回すことは、状況の説明、引き継ぎの作業などの

手間を省くことができ、結果、現地相談員への負担軽減や、お互いの関係性構築といった面でも

高い効果が期待できる。さらに、今回の支援では、グループ毎にリーダーを配置することにより、

情報の共有や方向性の統一といった面において、さらに高い効果を得ることが出来た。

今回の支援では、１週間の派遣活動を３グループでのローテーション体制で調整している。実際、

現地相談員より１グループの派遣期間をもう少し長くして欲しいとの意見もあったが、中長期（今

回は６か月）を目安とした調整では、１週間という派遣が継続性のある期間であると判断した。

　派遣を振り返る中で、所属法人・事業所との調整、通常業務との折り合い等からみても１週

間派遣によるローテーションが妥当な期間であったと考えるが、６か月という期間でみると賛同

できる法人・事業所に制限が出てくることについては課題があると考える。

現地相談員から今回の派遣に対して、人手は欲しいが派遣相談員への対応や業務分担等につい

て不安・遠慮が大きかったとの意見もあった。これは双方のインタビューからの意見でも、お互

い重荷にならないように、迷惑ならないようにと手探りの期間も当然あった。そういった不安・

遠慮も、今回の繰り返し支援に入る体制の中で、お互いの気持ちや行動を確かめていくことによ

り、関係性構築につながったと推測している。派遣相談員の立場としては、繰り返し入る中で、

現地への思いや、理解、知識とともに深まり、効率的な活動に繋がったと感じている。これに対し、

現地相談員からのインタビュー等からは、派遣相談員の様子（人となり）がわかることで、作業

分担においてもイメージが明確になり、結果、効率的な活動に繋がったとの意見もあった。

今回の活動において、実働の派遣と並行し、現地との調整や状況の見極めを行う派遣コーディ

ネーターの存在が欠かせない。派遣グループ毎のリーダーの配置も重要であったが、さらに現地

へ派遣コーディネーターを配置することより、全体の意見集約や、現地相談員との協議・調整に

おいても一貫した方向性を維持することが可能となった。現地における派遣コーディネーターの

配置は、窓口の一本化や、刻一刻と変化する現地の状況に対し俊敏に対応するためにも重要であり、

こういった事態においては必置されることが望ましいといえる。

３．新たな展開として相談支援体制の再構築

派遣活動時期・体制については当初の見立てに対し、大きな乖離は見られず、現地相談員、派

遣相談員双方のインタビュー結果からみても、過去に経験のない大きな被災状況の中では、十分

な成果が得られたと評価している。前段では派遣コーディネーター配置による効果について記し

たが、今回の派遣調整の過程では、震災前からの繋がりがあったことがプラスに働いた要因のひ

とつとされていることがⅠ -2 派遣活動のための準備状況についてからも伺える。これを偶然とし

ないためにも、日頃から県全体における専門職のネットワーク体制を構築し、それらが近県のみ

ならず全国的なネットワーク構築を視野に入れた活動の展開が望ましいといえる。

派遣側のスタンスとしては、あくまでも半歩下がり、地元のペースを優先していくことを常に

念頭に置いていた。しかし、今回の全国規模の派遣により、全国各地から、さまざまな実践を行

った相談員が、現地相談員と活動し、ともに過ごした時間の中でのやり取りがいろいろな形で影

響しているようにも感じられる。相談支援の体制については、それぞれの地域の特色が生かされ

る形が望ましく、今回の支援を通じて、いろいろな形で伝わったものが必ずしもこの地域で根付

くものばかりではない。

従来の形に戻すという復旧ではなく、必要な形を柔軟に盛り込んだ復興へ向かうという方向性

も確認され、今回の派遣活動が新たな仕組みづくりへの一歩に繋がっていることも実感される。

具体的には、石巻圏域内で以下の資料内容の取り組みが始まろうとしている。
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現在も、さまざまな分野、形で復興支援が進んでいる。障害のある方の安定した生活へ向かう

過程では相談支援事業の果たす役割は大きい。本事業では、今回の支援活動を通じて、他地域か

らの相談支援専門員の派遣実施にあたり必要な体制や準備についての取り組みをまとめた。その

中で、相談支援においては双方の関係性を基礎とした息の長い支援体制が重要と見立て、今回の

現地相談員との協働による活動の中で、具体的な形で確認できたことは大きな成果のひとつであ

ったと感じている。

評価という点で考えれば、具体的な活動となったこれからが重要であり、これから、上記図に

おいて示されたスキームを展開してく中で改めて行われるものとみている。今後も、支援活動を

通じて構築されたつながりが基礎となり、復興へ向かう過程において本事業の検証が役立つこと

が評価につながっていくものと受け止めている。
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検討委員会等の実施状況

平成 23 年度障害者総合福祉推進事業・第１回検討委員会

日時：２０１１年１２月２５日（日 )　１３：３０～１６：００

場所：大宮ソニックシティ　６０１会議室

１．事業概要について

◎５／１０〜の相談員派遣の内容報告，ふりかえり，まとめ。

◎日報のまとめ→具体的な内容を確認，整理

◎フェーズごとの記録・分析→段階ごとの被災障害者にとって有効な支援方法を考察

◎他地域での大規模災害時に活かせる報告書づくり。

◎ポイントは、被災地における権利擁護視点（身上監護・財産管理ニーズがうきぼりに )。

２．派遣相談員日報とりまとめについて

【石巻】

①報告

◎災害時対応マニュアルを使いこなす，新ニーズに向けて新たな資源をつくりだすことが大切。

＊話しあってつくりだしていく大切さ＊

◎ 現地相談員と派遣相談員との間で、業務整理を行う時間をしっかりとったので、その後の活動

がスムーズに運んだ。

◎ 権利擁護ニーズが多くあがるのに、対応する社協職員が『非常勤２名』という脆弱さであった。

ボランティア希望者の対応に割ける人材はあっても、権利擁護に割ける人材が不足している。

◎ 現地相談支援事業所検討委員より報告内容と実際の動きに相違はない。

②確認・意見交換

◎ 災害発生から相談員派遣が開始されるまでの、現地相談員の活動は？また、相談員派遣の開始

前後の違いは？

→ 災害発生時から１か月ほどは、燃料不足，車の水没等により戸別（個別 ) 訪問が困難。避難所

巡回をするのが精一杯、相談員派遣が５月に開始されたのは、良いタイミングだった。

　 災害発生時、通所事業を利用している３５名を守ることに終始。携帯電話がつながるようになり、

ＳＯＳを出してくれた人への直接支援を開始。訪介・訪看の利用者から『○○にＡさんがいるよ』

と教えてもらい、駆けつける…現場ありきの状態。

【気仙沼】

①報告

◎ 石巻同様、『まもりーぶ（社会福祉協議会実施事業 )』が機能していないことが感じられた。

◎ 直接支援的なかかわりが多かった。

②確認・意見交換

◎ ６月時点で、地域内の確認作業はほぼ終了していた。現場では、自分たち（相談員 ) の話を聞

いてくれる存在を求めていた。

◎ 相談員自身の心理的疲弊，迷い，戸惑い…「わたしたちのグチをきいていくれる」ことに、派

遣相談員の受け入れメリットを感じた。

【２地域共通】…意見交換を中心に

◎ 『被災』→『崩壊』のあと、被災前の状態に戻すのか、被災前とは異なる新たなシステムを構

築するのか。現地相談員・派遣相談員の感覚は？

→ 『田舎・大家族で支えあう』…それだけで済んでいた地域が、『家族』という資源を失ったとき

にどうするかを突きつけられた。各地からの支援を受け、新たなかたちを構築するため、今は

どんなニーズももらさず拾いあげたいと考えている。

◎ 地域でカバーしていたこと、地域がこわれた今、『今まで』の『前』に戻すのではなく、新しい

ものに向けてつくっていかなくてはいけない。

◎ ハード面は、『（最低限 ) 元に戻そう！』と感じる。ソフト面は、『元に戻す＋新たな展開』へと

感じる。震災前は、「ないから仕方ない」で済ませていたことについて、これからはそうはいか

ないと考える。

◎ まち（地域 ) 自体の変化が、障害者ニーズに影響を及ぼすということが、派遣期間を通じて強

く感じた。この点を報告書に盛り込むと良いのでは。

◎ 法人（各事業所，社会資源 ) が少ない，家族間の支えあいによるサービス利用の少なさ等の課題が、

震災をキッカケに『直接支援』の顕在化につながった。

◎ 石巻にも気仙沼にも（道路が ) 通じる位置にある登米市の相談員として、今後のシステムづく

りには、単に制度整備だけではなく地理的なことを考慮することが必要なのではないか。また、
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他県からの協力に感謝すること以上に、県内・地域内の協力体制についても確認する必要性を

感じる。今回の状況で言えば、例えば登米市を拠点とし、情報整理やコーディネート等ができ

ればと感じた。

＊利用者はもちろん、その支援者たちも同じように被災者である

＊復興に向けて新しいシステム構築が必要である

【日報の分析】

①報告

◎ 細かな内容の日報を分析していくのに、派遣されていない者が分析をする限界を感じた。

◎ 詳細な記録を数値的理解ができるようにするため、活動内容に焦点をあてて、分析。

◎ まとめてみた数値を、どのように扱うか、委員のみなさまにご議論いただきたい。

②確認・意見交換

◎ 石巻：現地相談員と派遣相談員とで、『一緒に何が』できるか議論する時間を大事にした。

◎ 気仙沼：派遣相談員が、３チーム×２回で現地入り。それぞれのチームが分担して活動できた。

　派遣相談員に合わせて（専門分野等）業務内容をコーディネートしていただいていた。

◎ 石巻，気仙沼ともに大きな矛盾点はない。県担当者として、今後重要と感じるのは、各行政が

どんなことを感じているかを確認すること。

　（新しいシステム構築！／震災前に戻す！／震災前に戻す…だけで良いのか？ )

◎ 震災前後の比較がヒアリングで得られ、アウトプットされると良いのでは。

＊フェーズの分け方の具体案について調整（事務局⇔藤田 )

＊終結期の扱いについて，『通常／平時』とは？？，再構築に向けて

３．今後のスケジュールと事業の進め方について

【スケジュール】

◎ 参考資料に従いスケジュールを確認。

◎ タイトスケジュールではあるが、現在、予定どおりに進んでいる。

【報告書について】

◎ 『石巻の報告』をベースに『気仙沼の報告』をおりこんで、ひとつの報告書にまとめる。

◎ 『期間（フェーズ )』の切り分け方は、判断の難しいことだが、イメージは…「震災直後」→「現

地相談員の動き」→「国・宮城県・コーディネーターの動き」→「派遣相談員の動き」→「派

遣相談員が減っていく動き」

◎ 宮城県内相談員の動きについても報告書にまとめる。

◎ 資料として、派遣期間中に使用した記録様式等を加える。

◎ 冒頭又は巻末（要検討）に、福島県二葉町からの避難者（さいたまスーパーアリーナへ全町民避難 )

への相談活動の報告を加える（ＳＳＡ＋ケアマネ協会）。

◎ 次回検討委員会を、報告書内容の確認の場とする。本事業の検討委員のほか、２回以上、派遣

された相談員の方とも日程調整を行い、検討委員会（検証会議）に参加していただく予定。

◎ 今回の相談員派遣のいちばんのポイントは、『同じ人』が『同じ地域』に『くりかえし』派遣さ

れたこと。

　 被災地支援のために、たくさんの団体・人が現地に派遣されたが、その『人』が『固定／非固定』

かを検討し、『派遣相談員の固定』を貫いたことは、一線を画すもの。その点を、報告書では強

調してもらいたい。

【インタビューガイドについて】

◎ 石巻（３か所 )，気仙沼（１か所 ) の事業所担当者の方にご協力いただく。

◎ インタビューガイドは、ヒアリングより前に送付させていただく予定。各事業所のかたには、

６０〜９０分ほどの時間をいただきたい。

＊調査員⇔現地事業所担当者と日程調整＊

４．その他

＊次回の予定

２／１２（日 )　…　仙台市／大崎市

詳細は、後日、メール等でお知らせ予定。

平成 23 年度障害者総合福祉推進事業（震災派遣報告）
第２回検討委員会　議事録

日時：２０１２年２月１２日（日 )　１３：３０～１５：３０

場所：大崎市市民活動サポートセンター　４階　会議室

１．あいさつ

◎ 前回の検討委員会以降、各相談員（事業所）に対し、インタビュー報告を実施。



110 111

3. 資料

◎ 本日はその内容を確認するとともに、報告書作成にむけた調整を中心に行う予定。

◎  15:30 〜、派遣相談員による検証会議の場を設けているため、長時間にわたる会議となるが、

委員のみなさまのご理解ご協力をいただきたい。

２．インタビュー報告について

【確認・意見交換】

◎ 派遣相談員の方には、良いかたちで話をしてもらえた。

◎ 迎える立場にあって、「大変な状況のところに来ていただいて、お願いすることはあるのか？」

という心配があった（併せて、来ていただくなら、ある程度のものを持って帰ってほしいとも思っ

ていた）。

◎ 派遣受け入れ時期は、５月（発生から２か月後）がちょうどよかった。そのことは、報告書で

強調してほしいところ。

◎ 行政としては、スキームのないことへの挑戦であったため、躊躇する思いがぬぐえなかったと

いうのが、正直なところ。

◎ 今後は、終結のタイミングをどう見きわめるか…検討が必要な部分は、まだたくさんある。

◎  4 月からはＮＳＫの協力の下、新たに支援センターが立ち上がる。みなさんのお力を借りて、

早く元に戻したい。

◎ 派遣相談員を受け入れる頃（発生から３か月後）には、事業所はだいぶ落ち着いていた。

◎ 派遣相談の開始にふさわしい時期とは一体いつなのか…、「わからない」というのが正直なとこ

ろ。

◎ 私たちが派遣相談員の方にいちばん期待したのは、職員の心のケア。震災当日の非現実的な光

景を目の当たりにした人（職員である前に人である）のケア。

◎ 派遣相談員の方に来てもらった後の、職員の表情の変化をみると、派遣相談員の受け入れをし

てよかったなという思いでいっぱい。「２回続けて同じ人」に来てもらえたのがうれしかった。

◎ 現地相談支援事業所について、できるだけ具体的な方がよいのでは。

◎ 相談支援に特化した情報だけでなく、必要であれば、そのときそのときの各地域の被災状況、

復旧情報などを盛り込むこともできるのでは（情報提供は可能と思われる）。

◎ 内陸（登米市）のとらえ方は、沿岸部の人たちとは違った感覚。

◎ 避難してきた人たちをどのように受けとめたら良いか，避難者を受け入れた側の行政は、どの

ようにその人たちの実態を把握するべきか？

◎ 被災した人を受け入れる側のシステムの準備，心の準備を県内に構築することはできないだろ

うか。

◎ 各インタビュー結果について、事業所名や地区名などはハッキリ出す方が良いのでは。

◎ 派遣開始時期（５月，約２か月後）についての検証をしてほしい。

◎ 医療分野のような派遣（現地が全く機能していないときにもサポートに入れるような）は、相

談支援では不可能なのかについても同様。

◎ 「結論」…介入時期，介入規模（必要なマンパワーは？），サイクル　を導いてほしい。

◎ 「評価」は、本来であれば第３者にしてもらいたいが、本事業においては「派遣相談員を受け

入れた側」と「派遣相談員として赴いた側」とで評価，結論づけていくよりほかない。

◎ 報告書は、相談支援専門員だけが読むものではないのなら、表現に気をつけなくては。今のま

までは、かかわっていない人にとっては読みづらい。

◎ 実際のインタビューでは、もっといろいろな意見が出たはず。あまり端折らずにありのまま載

せて良いのではないか。

◎ 「全戸訪問」は、派遣相談の事業の目玉ではないか。震災がなければ実施されなかった可能性

の方が高い地域ではないか。きっと、準備にも実施にも相当の苦労があったはず。もっと強調

して良いと思う。

◎ 今後の復旧，復興の方向性について。「元に戻る／新たな地域展開」を報告書に盛り込めないか。

◎ そもそも、「他県からの派遣相談員」は必要だったのか？もともと相談ニーズの少ない地域に入

り込んでいったことの検証はできないか？

◎ 県の動きについてふりかえると、３月下旬にようやく，４月上旬から本格的に…という状態だっ

た。

◎ 直接支援なら、派遣（ボラも含め）を受け入れやすいが、相談支援については「早期・混乱期」

に受け入れ可能なのかは疑問が残る。

◎ 「全戸訪問の意味，意義」は、この報告書でぜひ示してほしいところ。

◎ 「暮らす場をなくした人の保護」，「避難所生活になじめない人の存在」，「人工呼吸器等を利用

する人が懸命に生きたこと」…県担当としてキャッチしきれなかった課題がたくさんある。

◎ 平常時に、災害時必要になること取り組むことがいかに大切なことか、痛感している。

◎ 「結果」は、すぐ出るものなのか？

◎ 全戸訪問については、夏ごろから今も、新規相談受理が７〜８件／月、あがりはじめているこ

とから一定の評価ができると思う。これもひとつの「結果」といえるだろうか。

３．派遣相談員日報一覧表書式について（事務局より提案）

◎ 文言の整理（ex：「ニーズ／課題」，「フェーズ／時期／期間」）。
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◎ 時期，間隔の整理。

◎ 同時期の世の中の動き（トピック）をおりこむことを検討。

＊「内容の変更＜表現の整理」を行うこととしたい。

　例えば…　主述の関係性をハッキリさせる項目を細分化しすぎないこと

＊専門職以外の人が読んで、「わかりやすい」ものに仕上げることも、この研究事業の大きな役割

であることを再確認する。

４．報告書作成について

【執筆担当者わりふり】

◎ 概ね、別添の資料のとおり。

◎ 第１章について：異動されてしまったが、石巻市行政の立場から、佐々木さんに執筆いただく。

県内派遣の立場から、佐藤さんからも執筆いただく。

◎ 「総括・評価」の章について：おわりに」の前、最終章として設けることとする。

【締め切りについて】

事務局より、個別調整させていただくこととする。

５．今後のスケジュールについて

報告書の執筆，内容の確認等、各委員⇔事務局において、個別に調整を図っていくこととする。

●その他

◎  15:30 〜、同会場にて「派遣相談員による検証会議」を開催予定。委員のみなさまには、引き続き、

ご出席いただきたい。

平成 23 年度障害者総合福祉推進事業（震災派遣報告）
派遣相談員による検証会議　議事録

日時：２０１２年２月１２日（日 )　１５：３０～１７：３０

場所：大崎市市民活動サポートセンター　４階　会議室

１．あいさつ

◎ 第１回、第２回検討委員会の進捗報告。

◎ これまでの実績を確認，分析，まとめたものを報告書にしていく。

◎ これからの時間は、派遣相談員，現地相談員のみなさまからの意見交換を中心に進行する。そ

の際、「介入時期の検証」，「評価視点」を交えてご発言をいただくようお願いしたい。

２．自己紹介

◎ 着席順にそれぞれ。

３．事業概要について

◎ 別添資料「指定課題 23」参照。

４．報告書作成にむけての進捗状況の報告と意見交換

【介入時期・規模・サイクルについての評価】

◎ 時期について…自分の地域でも生活のしづらさ（計画停電等）が出始め、それが落ち着いた頃

の派遣依頼だったので。出やすかった。

◎ 「いのちのニーズ」，「いきる」をどうするか…の時期には、相談は入りづらい。なので、「震災

発生２か月後」の時期は、ちょうどよかったと思う。

◎ ５月（第１弾）に現地入り。現地相談員との話の中では、発生直後のニーズは少なかった。

◎ 「発生２か月後」…でも、迷い・戸惑いは大きかった。

◎ 実は４／２１に別スキームで現地入りしているが、そのときの地元の人との話の中では、『相談

の応援は、もうひと月早く入ってほしかった』という声も聞いた。

◎ ケアマネジメント、もっと早期に展開できたのではないか。

◎ 派遣依頼をもらうより早い時期から、長野では福島のＧＨの人たちを受け入れていた。

◎ 「行く（支援をする）」べきか、「受ける（支援をする）」べきか…、県内の意見をとりまとめる

のに時間を要した。

◎ 今回の相談員派遣の事業は、とてもデリケートな事業。『各都道府県から何人出せる？』という

依頼は、少し不躾な気がした。

◎ 依頼される業務内容，現地の状況等がわからない中、人選をするのは、とても難しいこと。安易に、

仲間や部下を送り込むわけにはいかないと思った。

◎ 長野からは、派遣に時間はかかったが、自分が現地に赴いたが、実際に派遣相談員の業務を経

験して初めて『あの人になら任せられそうだな』と思えた。

◎ 石巻への派遣は、「５日間続けて５回。」これは、他団体の行った派遣とは一線を画していた。
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◎ 「同じ人が繰り返し」…について、県（派遣相談員所在）と折り合いをつけるのに苦慮したが、

参加できて良かった。

◎ 「同じ人が複数回、派遣」…のもつ意味の重要性は十分理解。ただ、その条件に賛同できる事

業所が限られていることが残念。

◎ 時期…「いきる」，「たべる」，「家族をさがす」は、地元のひとにしかできない。

◎ 発生直後から２か月くらいの間は、「（目の前にいる）この人たちの…いのちをどう支えよう？

ごはんをどう確保しよう？家族をどう探そう？」に必死。

◎ 派遣相談員の介入は、早すぎては正直なところ「ジャマ」にしかならない。

◎ ５月よりも前のこと…思い出しても、思い出しても、思い出せない。

◎ 発生直後は、解体予定の入所施設に利用者を集め福祉避難所を設置。

◎ 職員たちも被災者だった。でも、誰も、彼ら自身の家族探しをしなさい，しようという動きに

はならなかった。みんな、目の前の利用者のことに一生懸命だった。

◎ 発生から３か月目の時期。私たち現地相談員が疲弊し、ほころび始めた時期に、みなさんが寄

り添ってくださったことが、何よりありがたかった。

【派遣相談員（相談専門職）の派遣時の役割】

◎ 現地相談員と１〜２日一緒に過ごすこと，いろんなことを話すこと，聞くこと…を重ねながら、

派遣相談員として何ができるか考えながら、派遣期間を過ごした。

◎ 派遣中、考えていたことは『自分が現地相談員だったらどうしよう』，『重荷にならないように

しよう』ということ。

◎ そして、大切に心がけたのは『現地相談員に寄り添う』こと。

◎ 避難所やセンターにかけこんできた市民の人たちの思い，「こんなときだからこそ話を聞いてほ

しい」ニーズに応えられる余裕は、現地相談員に求めるのは酷。それこそ、派遣相談員の存在，

役割を発揮できる部分ではなかったか。

◎ 「聞くこと」の大切さを痛感。

◎ 「聞いたこと」を「まとめる，整理すること」の大切さも同様に。

◎ 派遣相談員の役割は、「支援者支援」なのだと思った。

◎ 大船渡市への派遣のときから感じていることだが、大切なのは「現地スタッフをどう休ませるか」

ということ。

【派遣相談員（相談専門職）の派遣後の役割，成果】

◎ 現地（被災地）で見聞きしたこと，体感したこと等々を、自分の地域に持ち帰って活かすこと，

発信していくことが、派遣相談員のこれからの役割と思う。

◎ 『現地で見たものは、それぞれの地域でちゃんと伝えてほしい』という思いは、しっかり受け

止めている。実践している。

◎ 基準をどこにおくかは難しいが、自己評価をすることは大切なことと思う。

◎ この派遣をきっかけに、石巻のかたから長野に来ていただくなど、今も双方の関係は続いている。

◎ つい先日、精神保健福祉士協会の中四国大会があった。例年だと、Ｐのみのシンポが行われるが、

今年は、保健士や社協職員にも壇上にあがってもらった。

◎ 今回の派遣を通じて考えたのは、相談職の専門性や役割。

◎ 大規模災害時、まず赴かないといけない医療職の存在をみて、われわれ相談職は…？と思うと、

「ネットワークを大切にする」ことに尽きるのか？

◎ 今回の派遣での活動について、地元の地域自立支援協議会等で報告する場をつくる動きが出て

いる。

◎ 「派遣された人にしか分からない」ものではなく、「誰が見ても分かる」もの（報告書）をつく

ることは、とても大切なことだと思う。

◎ 「いきる支援」について、もう一度検証しなくてはと強く感じる。

◎ 「思い」を「システム化」することが、これから求められていくこと。

【相談専門職派遣のシステムについて（課題，提案等）】

◎ 神奈川県から４名しか出せなかったことが悔やまれる点。

◎ 相談支援の必要性の担保をすることが重要。

◎ これから（平常時に）、「派遣相談員」としての適性を確認しておくことが、今回の経験を活か

すことになるのではないか。

◎ 複数チームでの仕事の伝達方法を確立しておく必要がある。

◎ 大きなアクション（災害等）がないときに、県内外の人とやりとりをしていることがあると、

非常時に安心して応援できると思う。

◎ 必要なサービスを形にしていくのが、これからの課題では。

◎ 平常時から災害時を見据える体制整備を、全国的に進めていかなくては。

◎ 被災地ではないところが、こうしたときに心置きなく専門職を送り出せるシステム構築を切に

願う。

◎ 各地域内のカバー力アップ（事業所内，地域内でひとり欠けたときの体制整備）が必要。

◎ 内陸の地域でも、あとから考えると結構な被害を受けていた。今回の震災をきちんと整理しな

いといけないのは、現地に生きる私たち自身かもしれない。

◎ 災害救助法には、福祉（直接支援），医療，保健分野のスキームはあるが、「相談支援」につい

てはスキームがなかった。

◎ ただ、災害救助法外だったので、「基金」の範囲で速やかに予算執行できたことはメリット。
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◎ 厚生労働省の動きは案外早く、３月いっぱいで身体・身柄の確保は概ね完了していた。

◎ ＳＳＡ（菊本）との出会いがなければ、コーディネートできなかった。宮城県の中には、そう

したシステムはなかった。

◎ 人選とそのコーディネート、双方が連動することが必要。

◎ 現地相談員の実感として「他人様が入ってくれたおかげで話せた」という意見が多くあるが、

でも誰でもよかったわけではないはず。

◎ 本事業，報告書には、「活動の記録」の役割のほかに「行政への発信」の役割を背負っていると

感じる。各都道府県同士の連携方法を確認するための指南書にならないか？

◎ 「基金」について、報告書にきちんと盛り込む必要性を改めて。

◎ 今後、構築するべきは…「メンテナンスをしなくても機能するシステム」？「がんばる人がい

ると精度が上がっていくシステム」？

◎ 今回は宮城県への派遣のみであったが、実は当初は岩手県からも依頼があった。ただ、岩手県

については内陸部（被災少ない地域）からの協力でまかなうと返答。

◎ 「あるひとりの人に委ねるシステム」の脆弱性への指摘は否めない。

◎ ただ、直接支援への派遣オーダーと相談支援への派遣オーダーの質の違いを考えると、システ

ム構築には、相当の議論が必要…。

◎ 「基金事業」のことが、今日の意見交換の中で理解できた。

◎ 相談員の派遣調整は、都道府県が行うのが良いのでは。

◎ 各地の相談支援専門員の協会，団体の核となる人の担保も必要。

◎ 行政も団体も個人もどれも大事。それが全国的につながることが理想。派遣させづらい環境→

派遣依頼しやすい＆派遣させやすい＆派遣受け入れしやすい環境へ。

【評価（派遣相談員，現地相談員の実感】

◎ 「親しい関係」の人が増えたことが、自らの財産になった。

◎ 現地相談員の人たちとより親しくなるために、躊躇はしたが懇親会実施を提案。かなり葛藤し

たが、それ以降ぐっと互いの距離が縮まったので、申し出てよかったと思う。

◎ 個人的には、現地相談員のかたがたと仲良くなれたことが、いちばんの収穫。

◎ 社協職員として派遣された大船渡で感じたのは、『長い派遣（支援）になるだろうなぁ』という

こと。

◎ 現地相談員と一緒にいること，話を聞くことで、その地域のニーズが見えてくることを実感。

◎ 阪神淡路大震災のときに、みなさんにお世話になった恩返しのつもりで参加。

◎ 現地のみなさんから、やさしい言葉かけをもらい、必要以上に重く感じていた肩の荷をおろし

て派遣活動ができた。

◎ 震災当日のＤＶＤを見せていただいたことが印象に残っている。

◎ 現地相談員同士の温度差（被災具合のギャップが大きい）に愕然。同僚同士で互いを思いあう

ばかりにグチを言い合えないことが切なかった。

◎ 震災直後のことは、よく思い出せない。何も考えていなかったと思う。ただ、動くしかなかった…。

今だから、こうして話せることではあるが。

◎ こうした「評価」にも似たことを話せるのは、「時間が経過したこと」と「安心して話せる環境

（人）と出会えた」からだと思う。

◎ ２巡目の派遣受け入れのときの頃、ようやく現地がおちついてきた。そのときに、ようやく派

遣相談員のみなさんと安心して交流できた。

◎ 派遣相談員のみなさんに、「感謝の気持ち」をどうやって伝えたらよいか…。

◎ 今日、この場で、お世話になったみなさんにお会いできたことがとにかくうれしい。またいつ

でも気仙沼にいらしてほしい。

【所感・その他】

◎ ちょうど、現地入りした頃は、「戸別訪問の終結期」＋「次ステップへの過渡期」という時期だった。

◎ 自らの立場（愛知の相談支援専門員の協会事務局，社協職員…）から、さまざまなことを感じた。

◎ 福島，西駒郷へも派遣されたが、いずれも単発の派遣だった。

◎ 宮城県内派遣（登米市）より。

◎ 内陸部においても、道路，ライフラインは寸断。外部情報が全く分からない状態が続いた。

◎ ラジオからしか情報を得られない。津波は来なかったけれど、確実に被災をしていた。

◎ 外部からの情報が入ってきたとき、沿岸部で起きたことを知り、同じ地域の仲間たちが大変な

ことになっていると思った。

◎ 私たちにできることって何だろう？同じ被災地の者としてできることは何だろう？地元の人間

同士としてできることは何だろう？…さまざまな思いがよぎった。

５．その他

◎ 検証会議からご参加いただいているかたは、交通費等の清算を行うため、お帰りの前に、必ず

経理担当との調整をお願いしたい。
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